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日本WHO協会理事
大阪府看護協会会長

弘川　摩子
　コロナ禍における宿泊療養施設での看護

　大阪府看護協会では、コロナ対応として、ワク
チン接種　重症コロナセンターなどいくつかの
事業を大阪府からの要請により協力してきまし
た。その中で2020年４月24日から2023年5月
8日まで宿泊療養施設の運営に携わりました。看
護師の派遣は、延べ数で、52.909名であり、宿
泊療養者延べ数は、1.156.405名です。2施設か
ら始まり、最大で41施設まで拡大しました。当
初は軽症者だけを対象としていましたが、治療法
の進歩により療養施設内でも治療が行われるよ
うになり、中等症や基礎疾患を持つ方や、認知症
のある方などすべての年代を対象に看護介入を
行ってきました。ここでは、健康観察を行うこと
が看護業務の中心ですが、電話を通しての観察で
あり、まさしく顔の見えない関係づくりとなり
ました。現場では、タブレットを使いながら電
話での情報をアセスメントし入力する。そのほか、
PPE着用での急変対応　オンライン診療　酸素濃
縮器やハートラインを使い対応しました。携わっ
た看護師は、潜在看護師　教育機関、医療機関で
兼務許可が出る施設などから集まっており、潜在
看護師の中には、海外で活動する看護師たちがコ
ロナで活動が中止なったことによりこの事業に
参加していました。

ごあいさつ

　看護師にとって今までは対面で表情の確認や触
診などでアセスメントを行っていましたが、1日2
回の電話での健康観察は、電話から聞こえる声　息
遣い　大きさ　タイミング　話す内容など限られ
た情報から状態をアセスメントすることになりま
した。実際症状の悪化をキャッチし、入院へつなげ
ることもあります。まさに聴覚を駆使した看護です。
また、入所者の不安は、身体的不安だけではなく、
隔離という状況から生まれる精神的な不安もあり
ました。得られた情報は、しっかりと申し送りを行
うことで直接会ってはいないものの入所者の人物
像が見えてくると看護師たちは、言っています。
　外国人も来られた為、英語　中国語　韓国語　ポ
ルトガル語　フランス語　スペイン語　ベトナム
語の問診票の作成　ポケトークや電話通訳サービ
スなどを活用しました。
　「目で見るWHO」でも世界で活躍した看護師の
体験は、広く多くの方に情報発信できればと思いま
す。看護職の活動を引き続き発信していきたいと思
います。

 令和5年10月
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レギュラトリーサイエンスとは？
　SDGs 指標 3 「あらゆる年齢のすべて
の人々の健康的な生活を確保し、福祉を
促進する」のターゲット 3.9 として

「2030 年までに、有害化学物質、並び
に大気、水質及び土壌の汚染による死亡
及び疾病の件数を大幅に減少させる」が
掲げられています。
　健康的な生活を確保し、福祉を促進す
る取り組みとして、生活習慣の改善など
個人の努力に多くを依存する分野がある
一方で、個人的な取り組みでは対応しに
くい分野として環境保全の問題がありま
す。ターゲット 3.9 は、こうした社会全
体として取り組む必要があるテーマを扱
っていますが、この際に取り組みとして
大きな位置を占めるのがレギュレーショ
ン（規制）であり、これを支える学問が
レギュラトリーサイエンス（規制科学）
です。
　レギュラトリーサイエンスは、科学的
知見と、規制のための行政施策・措置と
の間の橋渡しとなる科学のことであり、
環境のみならず、食品安全、産業衛生、
放射線防護、医薬品などカバーする範囲
は多岐にわたります。

リスク評価とリスク管理
　大気、水質及び土壌の汚染を低減する
ためには、有害化学物質の排出を規制す
る必要がありますが、これを可能な限り
科学的根拠に基づいて行うことが求めら

れます。その際、科学的根拠をまとめる
活動をリスク評価（Risk assessment）、
その結果に基づいて実際の規制を行う活
動をリスク管理（Risk management）
として区別して行います。すなわち、前
者において科学的な立場での中立性・公
平性を確保し、後者において様々な関係
者の立場を考慮した調整の場を確保する
ことで、科学的根拠に基づいた判断を混
乱なく進めることができます（図１）。
　環境保全の分野では、我が国では主に
環境省において、外部専門家からなる検
討会でリスク評価を行い、事務方がリス
ク管理を担うという体制になっており、
諸外国においても、アメリカでは環境保

護 局（EPA; Environmental Protection 
Agency）、ヨーロッパでは WHO 欧州地
域事務局（WHO Europe) や欧州連合

（EU; European Union）が同様の活動を
行っています（図２）。
　一方、食品安全の分野では、わが国で
はリスク評価を内閣府食品安全委員会が
行い、リスク管理を厚労省、農水省、消
費者庁などが行うという、両者を独立し
た機関で行う体制になっていますが、ア
メリカにおいては食品医薬品局（FDA; 
Food and Drug Administration) が リ
スク評価 / 管理を、ヨーロッパにおいて
は、 欧 州 食 品 安 全 機 関（EFSA; 
European Food Safety Authority） が

環境保全とレギュラトリーサイエンス

大阪大学大学院医学系研究科環境医学教授

祖父江　友孝
が ん 疫 学 研 究 者 、医 師 。
国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー に て が ん 統 計 、が ん 登 録 、
が ん 対 策 を 担 当 。

Friends of WHO Japan 2023. Autumn2



リスク評価を、各国規制当局がリスク管
理を行っています（図２)。

リスク評価の４つのステッ
プ
　リスク評価においては、それまでに科
学雑誌に掲載された論文や公的機関の報
告書等の公開データと、企業から提出さ
れた毒性試験結果等の非公開データとを
系統的に収集して、各分野の専門家によ
る検討が行われます。リスク評価は、「ハ
ザードの特定（Hazard identification）」、

「 ハ ザ ー ド の 特 性 評 価（Hazard 
characterization）」、「 ば く 露 評 価

（Exposure assessment）」、「リスクの判
定（Risk characterization）」の 4 つの
ステップから構成されます（図３）。「ハ
ザードの特定」では、ヒトの健康に有害
影響を及ぼすおそれがある生物的、化学
的及び物理的な要因・物質を特定し、そ
れらについての既知の科学的情報を整理
します。「ハザードの特性評価」では、
ばく露されたハザードに起因して生じる
健康への有害影響の性質と程度を、定性
的又は定量的に評価します。以前は、こ
のステップを「量反応関係の評価（Dose-
response assessment）」と称していま
した。「ばく露評価」では、ヒトがハザ
ードにどの程度ばく露されているのか、
定性的又は定量的なデータから推定しま
す。個人ばく露量に関する直接的なデー
タがある場合もありますが、ない場合に
は物質の生産量や排出量から推定したり

します。最後に、「リスクの判定」では、
ハザードの特定、ハザードの特性評価及
びばく露評価に基づき、ある集団におけ
る既知の又は今後起こり得る健康への有
害影響が生じる可能性と影響の程度につ
いて、付随する不確実性を含めて判定し
ます。具体的には、コラムに述べたよう
な無毒性量から、必要に応じて許容一日
摂取量や耐容一日摂取量を決定します。

動物実験と疫学研究
　こうしたリスク評価に用いられる科学
的なデータは、動物実験と疫学研究の２
つに大別できます。動物実験では、有害
性の懸念される化学物質等を、ラット等
の動物に実験として投与することで毒性

を評価します。一方、疫学研究では、人
間に対して害をもたらす実験はできない
ので、事故とか戦争とかで結果的にばく
露した人を対象とした観察研究が主体と
なります。動物実験では、純系の動物（遺
伝的に同じ）を用い、実験方法を一定に
保つことで再現性を確保することができ、
また、しきい値が期待できるばく露量の
範囲での実験を、研究者が企画できます
が、疫学研究では、同一の対象者で再現
性を確保することはほぼ不可能であり、
ばく露範囲がしきい値から大きく外れる
こともしばしばです（研究者がばく露量
を制御できない）。従って、リスク評価
に用いるデータとして、動物実験のデー
タは理路整然と作成され、一定のルール
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で判断を進めることができますが、疫学
研究のデータは 1 つ 1 つの研究をそれ
ぞれ評価する必要があり、一定のルール
で進めることが難しい場合が多くみられ
ます。ただし、評価が難しいとはいえ、
人間から直接得られたデータを重視すべ
きであって、動物実験と疫学研究の結果
が食い違う場合、基本的には疫学研究の
結果に従うことになります。
　大気、水、土壌などの環境保全の分野
でのリスク評価の場合、疫学研究のデー
タを利用できる場合が比較的多いと思い
ますが、食品安全の分野で、食品添加物
や残留農薬のリスク評価の場合は、特に
新規に用いられる物質については、専ら
動物実験のデータを用いて判断すること
が多くみられます。一方、一定期間利用
されている物質については、再評価を通
じて疫学研究のデータを評価に加えるこ
とがあります。
　このように、レギュラトリーサイエン
スでは、ある程度の不確実性があっても、
それを踏まえた上で、規制につながる具
体的な数値を提案するという基本姿勢を
保持しています。

リスク管理とリスクコミュ
ニケーション

　リスク管理は、リスク評価を通じて科
学的根拠に基づいて決定された許容一日
摂取量や耐容一日摂取量などの基準にな
る値を用いて、実際の規制に用いる値を
定め、その遵守状況を監視することが必
要になります。規制に用いる値を決定す
る際には、様々な領域のステークホルダ
ーの意見を調整することが求められ、科
学的立場だけでなく政策的立場からの判
断が必要となり、また費用効果や技術的
代替可能性等の配慮も必要となります。
最近では、リスク評価で得られた結果を

様々な関係者に正しく伝えるためのリス
クコミュニケーションの重要性が指摘さ
れています。
　環境保全や食品安全の分野だけでなく、
産業衛生、放射線防護、医薬品など様々
な領域でリスク評価・リスク管理が行わ
れますが、それぞれの分野で微妙に方法
が異なります。これらの異なる分野にお
ける専門家同士のリスクコミュニケーシ
ョンも今後必要になってくるように思い
ます。

Friends of WHO Japan 2023. Autumn4



安全なばく露範囲の決め方
露の経路の違い（経口、吸入、経皮な
ど）などを勘案して値を決めて、その分
をNOAELに掛け算をしてより小さな値
を安全な濃度範囲の上限と定めます。食
品安全の分野では、こうした値を許容
一 日 摂 取 量（ADI：Acceptable Daily 
Intake）、または、耐容一日摂取量（TDI: 
Tolerable Daily Intake）といいます。こ

　縦軸に有害影響の頻度をとり、横軸に
物質のばく露量をとって、ばく露量に対
する有害影響の頻度を結んだ線を量反応
曲線と呼びます（図４）。通常、ばく露
量が増加すると有害影響の頻度も増える
と想定されますが、ばく露量を下げてい
くと、ある値以下では有害影響の頻度が
ゼロとなった場合、ゼロとなる最大のば
く露量のことをしきい値（threshold）
と呼びます。通常の動物実験では、数
点のばく露量を設定して実験をします
が、実験結果として得られた有害影響が
ゼロとなった最大のばく露量を無毒性量

（NOAEL：No-Observed-Adverse-Effect 
Level）と呼びます。無毒性量はしきい
値とは完全には一致しませんが、近接し
ているとみて代替値として用います。
　こうした無毒性量は、多くの場合動物
実験を通じて得られるため、人間に当て
はめた場合の違いを数値として想定しま
す。これを不確実係数、あるいは、安全
係数と呼び、人間と動物の代謝の違い、
実際の人間でのばく露期間と動物実験と
のの違い（一般に高濃度で短め）、ばく

れらは、ヒトが一生涯にわたって毎日摂
取し続けても、健康への悪影響がないと
考えられる1日当たりの物質の摂取量の
ことで、前者は食品の生産過程で意図的
に使用する物質（食品添加物等）について、
後者は意図的に使用されていないにもか
かわらず食品中に存在する物質（重金属、
かび毒等）について用いられます。
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世界保健デーとは
　世界保健デーとは、世界保健機関

（WHO）が設立された 1948 年 4 月 7
日を記念して設けられました。この日に
は、毎年 WHO が国際保健医療に関す
るテーマを選び、それに沿って、世界各
国でイベントが開かれています。今年の
世界保健デーのテーマは「Health for 
All」でした。2023 年は WHO が設立
されて 75 周年の節目の年にあたります。
WHO のホームページでは、75 年の間
の公衆衛生の歴史を振り返りながら、今
後も皆で力を合わせて健康に関する困難
を乗り越えていこう、とテーマについて
紹介されています。日本 WHO 協会では、
昨年に続いて世界保健デーイベントを開
催しました。

動画コンテスト開催
　今回のイベントに先駆けて、昨年に引
き続き、動画コンテストを開催しました。

募集する動画は 3 分以内のものとし、
テーマは、昨年の WHO 世界保健デー
の テ ー マ で あ る「Our Planet, Our 
Health」( わたしたちの地球、わたした
ちの健康）としました。「Our Planet, 
Our Health」というテーマはとても難
解であるにも拘わらず、個人または団体
の方々から、あたたかさや熱い想いにあ
ふれた作品をたくさんご応募いただきま
した。選考委員会による厳正な選考の結
果、優秀賞として以下の 6 作品を選出
しました。
１）『世界中のみんなとカルタで遊んで
みた。』
　大橋由生さんの作品です。「ぷらねた
りぃへるす」の文字に合わせて、いろい

ろな業種の方々が、かるたでメッセージ
を発している印象的な作品でした。
２）『ペットマチョボトル～バカッコイ
イ SDGS ～ 』
　ちゃーはん 近侑一朗さんの作品です。
ごみの分別やフードロスなどといった
SDGs の問題をバカッコヨク解決してい
て爽快な作品でした。
３）『ひとつしかない地球だから』
　プロテラス映像チーム土本彩乃さん ･ 
五十嵐亜衣さんの作品です。やさしい色
合いで、地球環境の大切さを考えさせら
れます。
４）『考える展』
　京都精華大学創作実習 2022 の方々
の作品です。絵の中に取り込まれてしま

セミナー・イベント報告 １

世界保健デー 2023

図２　動画コンテスト受賞者のみなさんと

大阪国際がんセンター　がん対策センター　レジデント

島津　美寿季
大阪大学在学時にタンザニア留学にて国際保健医療と出
会い、帰国後は勉強会を毎月主催。野戦病院での初期研
修を経て、現在は健康格差是正を夢に、疫学・公衆衛生
を勉強中。

図１　動画閲覧ページ
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った女性が、海や森の汚染について考え
る機会を得る、ショートドラマのような
作品です。
５）ポピロイ星移住計画
　岡山大学歯学部 4 班　近藤英知さん ･ 
中村水結さん ･ 三宅ほなみさん ･ 小田
彩果さんの作品です。宇宙人が地球の美
しさを再確認させてくれます。
６）The Cycle of life
　西川陽菜さんの作品です。やわらかな
タッチの美しいアニメーションで、テン
ポがとてもいいです。私たち人間も地球
の一部だ、と考えさせられました。
　これらの作品はすべて、日本 WHO
協会のホームページからご覧いただけま
す。ぜひ、一度見た方も、まだ見ていな
い方も、ぜひご視聴ください。

イベント当日

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染
症に対する行動指針のため、会場に参集
する形式でのイベント開催ができません
でしたが、今年は、会場に講師や参加者
さんをお招きして、ハイブリッド形式で
行いました。日本 WHO 協会では、世
界保健デー以外にもイベントを開催して
いますが、参加者さんと対面でお会いす
るのは、約 5 年ぶりとなりました。
2023 年 4 月 7 日は平日にも拘わらず
約 70 人の方が大阪の商工会議所へお越
しいただき、また、同時中継のオンライ
ン配信には約 180 人の方が参加してく

ださりました。
　イベント当日の開会挨拶では、中村安
秀理事長が、アルマアタ宣言を踏まえて、

『Health For All』について解説されま
した。その後、本イベントに協賛してい
ただいた企業や、アドバイザリー・グル
ープの方々をご紹介しました。13 名の
アドバイザリー・グループの方々は、国
際保健医療の分野で著名な方ばかりでし
たが、みなさまからとてもあたたかいコ
メントをいただき、イベントへの期待の
高まりを感じました。
　その後、動画コンテストの優秀賞とな
った６作品を上映し、それに引き続いて
表彰式を行いました。表彰式では、実際

に大阪の会場までお越しいただいている
制作者の方には、壇上に上がってきてい
ただき、一言ずつメッセージを言ってい
ただきました。ここで初めて、動画を制
作された方々とお会いしたのですが、
10 代・20 代の方々ばかりで、皆様の
動画制作スキルならびに、地球環境・健
康への意識の高さに驚きました。

シンポジウム『Health For 
All』
　イベントの後半では、今回のテーマ

『Health For All』を掲げて、仲佐保さ
ん（シェア＝国際保健協力市民の会・共
同代表理事）、新福洋子さん（広島大学

図３　たくさんの方に会場にお越しいただきました
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副学長（国際広報担当）、大学院医系科
学研究科教授）にご登壇いただき、シン
ポジウムを行いました。WHO 世界保健
デーの 2023 年のテーマである「Health 
For All 」( すべての人に健康を！）を掲
げ、仲佐保さん（シェア＝国際保健協力
市民の会・共同代表理事）、新福洋子さ
ん（広島大学副学長（国際広報担当）、
大学院医系科学研究科・教授）にご登壇
いただきました。
　仲佐さんは 40 年前に設立された国際
NPO の代表であり、ご自身もカンボジ
ア難民キャンプでの支援活動をふりだし
に最近はコンゴ民主共和国に在住するな

ど、世界各地でプライマリー・ヘルス・
ケアを実践してきました。仲佐さんの講
演「シェア＝国際保健医療市民の会が歩
んだ『プライマリー・ヘルス・ケア 40
年の道』」では、仲佐さんが 1985 年に
シェアの一員としてエチオピアに緊急援
助のために訪れたときに、現地では緊急
援助よりも開発援助（プライマリー・ヘ
ルス・ケア）が必要とされていることを
体感した体験談とともに、世界全体の国
際保健医療の潮流についてお話されまし
た。国際保健医療は、今ではユニバーサ
ル・ヘルス・カバリッジとして、母子保
健や感染症だけではなく、すべての疾患

が対象となってきています。シェアの活
動は、過去 40 年で、変わったこともい
くつかありますが、“様々な分野での公
平なパートナーシップ” という点では変
わっておらず、その理念を大切にしてい
るそうです。国内外の格差が広がってい
る国もあるが、その国の中で取り残され
た人たちのための事業を継続し、人々の
自立支援を継続するために今後も活動を
続けていく、とお話されました。
　新福さんは、2020 年に WHO などか
ら「世界の卓越した女性の看護師・助産
師リーダー 100 人」に選出された助産
師です。タンザニアで妊産婦の健康を促
進するアプリを開発し、医療在来知を訴
え、人々が暮らしのなかで形成する実践
的、経験的な知のあり方を探求してきま
した。新福さんの講演「タンザニアの妊
産婦の健康を促進するアプリと医療在来
知」では、新福さんが妊産婦死亡率の削
減のために行っている、タンザニアでの
活動についてお話されました。妊産婦死
亡率はサブサハラ・アフリカでは、人口
10 万人に対して 556 人と多く、そのよ
うな地域では医療人材が不足している現
状です（日本は人口 10 万人に対して 4
人）。タンザニアでは、約半数の妊婦が、
出産時に伝統的産婆が立ち会っており、
妊産婦検診の受診率も、田舎では半分以
下です。スマートフォンが普及している

セミナー・イベント報告 １

図４　仲佐 保さんのスライドより
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図５　新福 洋子さんのスライドより

図６　パネルディスカッションの様子

ことを利用して、新福さんが開発した妊
産婦用のアプリを利用して、教育コンテ
ンツの配信や、SNS での悩み相談対応
などができるようにしているそうです。
今後も引き続き、医療在来知の理解と積
み上げを行っていく、と発表されました。
　その後、中村理事長のファシリテータ
ーのもと、パネルディスカッションが行
われました。参加者の方から、いくつか
質問があがり、みなさんで Health For 
All について考える有意義な時間となり
ました。

世界の健康を大阪から祝う
　さて、今回のイベントは、現地に実際
に講師や参加者の方にもお越しいただけ
たというのもあり、とても熱気のある会
になりました。普段は医療とは別の分野
で活躍されている方も、この日は世界の
みんなの健康を祝い、願うような 1 日
になったのではないかと感じます。この
イベントをもっと活発なものにするべく、
今後も引き続き開催・運営をしていきた
いと思います。来年 2024 年の世界保
健デーでも、動画コンテストを開催する
予定ですので、ぜひご興味のある方は応
募をご検討してください。また、一緒に
日本 WHO 協会や世界保健デーを盛り
上げたいという方も、ぜひ日本 WHO
協会事務局にご連絡ください。また来年、
皆様でお会いしましょう！
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　2023 年 5 月 19 日から 21 日に、広
島で G7 広島サミットが開催されました。
サミットでは、G7 各国首脳および招待
国首脳・国際機関の長が広島市平和記念
公園を共に訪問し献花を行うという歴史
的瞬間は、皆様の記憶に鮮明かつ強く刻
まれたことと思います。戦後 78 年目を
迎えた現在、改めて被爆地広島から発信
すべき「平和」についてのメッセージの
重要性を全身で感じた瞬間でもありまし
た。私たちの健康およびウェルビーイン
グにおいて、この「平和」なくしては実
現できません。しかし、私たちの健全な

社会を考える中で、人間のみの「健康」
や「平和」を捉えていては、将来世代に
わたる「健康」および「平和」を手にす
ることはできない状況に世界は直面して
います。気候変動、生物多様性の喪失、
環境汚染、紛争をはじめとする地球規模
で様々な課題が発生しており、私たちは

「大いなる過渡期（Great Transition）」
を迎えています。この大いなる変革の時、
既存の枠組みの思考を超えた新しい健康
科学への挑戦が求められており、2014
年 に 国 際 医 学 雑 誌 Lancet の 編 集 長 
Richard Horton らがこの変革を求めて、

「人間」「社会システム」「自然生態シス
テム」の新たなる関連性を見い出し、そ
れら３つのトータルな健康を地球規模で

目指す “プラネタリーヘルス” が提唱さ
れました (Horton et al., 2014)。また
2022 年 の Lancet Public Health の
Editorial で は “No public health 
without planetary health（地球全体の
健康なしに公衆の健康はありえない）” 
(The Lancet Public Health, 2022) と提
唱されています。このような「大いなる
過渡期」を迎える中、私たちは今までの
閉じられた専門性から、様々な関連性や
関係性を新たに拡張・見出し、健康やウ
ェルビーイングを考える必要があります。
そして、これには国の先導した取り組み
もまた必要であります。
　そこで、広島で開催される G7 サミッ
トに向けて、「プラネタリーヘルス」を
実践するために、私たちはどのような協
力が必要かについて、2023 年 4 月 21
日にプラネタリーヘルス大学間パネルシ
ンポジウムを広島大学で開催いたしまし
た（図 1）。シンポジウムでは、2021
年 10 月に出された「プラネタリーヘル
スに関するサンパウロ宣言」(Myers et 
al., 2021) で推奨されている超学際融合
研究を、より一層具体的に推進するため、
新しい知の創成の「共創の場」をどのよ
うに作っていくかについて議論を行いま
した。そして本シンポジウムでの議論は、

「広島プラネタリーヘルス宣言 2023」
として提言をまとめ、宣言が出されまし
た。その内容について、ここにご報告い
たします。

セミナー・イベント報告 ２

持続可能な地球環境のためのプラネタリーヘルス
～未来を切り開く学際融合研究～

JICA短期協力隊セネガル、短期専門家マダガスカル、国
連パキスタン洪水支援等に参加。専門は、環境疫学。近
年はプラネタリーヘルス研究に取り組む。

G7 広島サミットに向けたプラネタリーヘルス大学間パネル

はじめに：
プラネタリーヘルスとは

図1 プラネタリーヘルス大学間パネルシンポジウムポスターとプログラム

広島大学IDEC国際連携機構プラネタリーヘルスイノベー
ションサイエンスセンター（PHIS）センター長
大学院先進理工系科学研究科環境保健科学研究室　准教授

鹿嶋　小緒里
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　第 1 部では、世界的にプラネタリー
ヘルスの取り組みを行っているバルセロ
ナ国際保健研究所 (ISGlobal) 所長のア
ントニ・プラセンシア氏が「Planetary 
Health: an urgent global need」のタイ
トルで基調講演をいただきました（写真
１）。Lancet Public Health 誌 の
editorial を引用し、“No public health 
without planetary health（地球全体の
健康なしに公衆の健康はありえない）”
という強いメッセージと共に、ISGlobal
のプラネタリーヘルスに関する考え・こ
れまでの取り組みについて紹介をいただ
きました。また、プラネタリーヘルスを
考える中で様々に絡み合う課題を解決す
るためには、クエスチョン（question）
や目的（objective）をまず共有・設定し、
様々な分野や立場の人々が共に解を出し
てあっていく融合研究・活動の必要性に
ついてお話がありました。

　第 2 部では、日本 WHO 協会理事長
の中村安秀先生がモデレーターとして、
日本でプラネタリーヘルスを実践してい
る 5 大学からの先生方をお招きして、
各大学が実践しているプラネタリーヘル
ス研究・教育の紹介と、さらなる学際融
合研究のためには何が必要かの議論を行
いました（写真２）。
　具体的にパネリストからは、北海道大
学 鈴木定彦先生より、人獣共通感染症

の発生現場におけるワンヘルスおよびプ
ラネタリーヘルス研究・教育に関する取
り組みの紹介がされました。次に東京医
科歯科大学 中村桂子先生からは、プラ
ネタリーヘルスアライアンスが提唱する
プラネタリーヘルス教育のフレームワー
クを具体的に説明いただくと共に、現在
開講しているプラネタリーヘルスに関す
る大学院講義の紹介がされました。東京
大学 橋爪真弘先生からは、気候変動に
関連する健康影響の最新研究、COP26

（国連気候変動枠組条約第 26 回締約国

会議）終了後の世界的取り組み、そして
「気候変動に強靭な保健医療システム」
の必要性が紹介されました。長崎大学 
渡辺知保先生からは、学部新入生全員を
対象としたプラネタリーヘルスカリキュ
ラムの紹介と、博士課程生へのプラネタ
リーヘルス学環プログラムの紹介、そし
て国際的な学生プロジェクト「Planetary 
Health Report Card」の取り組みが紹
介されました。最後に広島大学の藤原章
正先生からは、広島大学 IDEC 国際連携
機構 PHIS が新たに 2023 年 4 月から
スタートした「ヘルシーエイジング」と

「プラネタリーヘルス」を融合した超学
際融合研究「プラネタリーヘルシーエイ
ジングの地域実践」研究の具体的な紹介
がされました。プラネタリーヘルスの実
践研究事例としてその紹介図を紹介いた
します（図２）。( プロジェクト WEB
サ イ ト： https://phai.hiroshima-u.
ac.jp/)

プラネタリーヘルス大学間
パネル
第１部
世界的な取り組みの紹介

第２部
大学間パネルディスカッション

写真２ 大学間パネルディスカッションの様子

図２ 広島大学「プラネタリーヘルシーエイジングの地域実践」研究事例紹介

写真１ 基調講演をいただいた、ISGlobal所長 アントニ・プラセンシア・タラダチ先生
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　そして、パネルディスカッションにお
いて、モデレーターの中村安秀先生、5
大学からなるパネリストの先生方に加え、
ISGlobal のアントニー先生にも参加を
いただき、プラネタリーヘルス学際融合
研究を進めていくための「①研究」「②
人材育成」「③日本の役割」について議
論を行いました。
　「研究」では、プラネタリーヘルスの
ための融合研究の障壁やその解決策につ
いて次のような議論がされました：研究
者の各領域によって視点や言葉が異なる
点が融合の大きな障壁になっています。
これに対しては、共有する課題やクエス
チョンをまず設定し、その中で様々な領
域や立場の人から解を共に出してあって
いく事が、この障壁を崩す重要なカギと
なります。これは、リサーチオリエンテ
ッド（研究からの視点）から、地域課題
オリエンテッド（地域と共にある視点）
とすることの重要性が改めて強調されま
した。そして、これまで別々に設定され
ていた様々な課題は、“プラネタリーヘ
ルス” という言葉で繋ぐことができます。
これらつながりの中で、新しい取り組み
がまた生み出され、それを創出していく
ことが新しい科学であります。
　「人材育成」では、次のような議論が

されました：これまで述べた研究・活動
を実践するためには、若い世代の早い段
階かつ自然な流れでの学際融合研究参加
が必要であります。各大学においての人
材育成基盤の拡充が喫緊の課題であり、
さらなる教育システムの共同した構築が
必要であります。
　「日本の役割」では、主に世界と共有
すべき事項について議論されました：日
本古来の自然を崇拝する文化的背景や、
里地、里山、里海等の私たちが先祖から
受け継いでいる自然と共存する生き方へ
の再認識が必要です。これら活動の発掘
や再認識を “プラネタリーヘルス” とい
う言葉の下で行い、国際的に知見を共有
すべきであります。この、地域社会にも
ある解決策は、日本に限らず、各国・各
地域に存在しており、このような取り組
みを国際的にかつ相互的に共有を促進す
る必要があります。加えて、超高齢化社
会を迎えている日本から、プラネタリー
ヘルスと共にあるヘルシーエイジングへ
の取り組みを実践し、発信を行うことも
また大切です。
　そして、本パネルディスカッションで
具体的に議論されたこれらプラネタリー
ヘルス実践研究と活動は、地域社会と共
に歩む必要があり、大学の中にある領域
が融合する学際融合の枠を超えて、地域
社会とも融合した超学際融合とすべきで

す。また、これらすべてのアプローチに
おいて、平和を希求する精神に立ち返り、
再認識する必要があることが、このヒロ
シマという地からあらためて世界へ発信
すべきメッセージであることがまとめら
れました。
　最後に、これら議論を「広島プラネタ
リーヘルス宣言 2023 “大いなる転換期

における平和の希求：社会と共に歩むプ
ラネタリーヘルス科学のための教育と研
究”」として提言をまとめ宣言が出され
ました。本宣言文は広島市平和記念公園
に届いた折り鶴で再生された紙に印刷し、
パネルディスカッション参加の先生方が
代表として署名をいたしました（図３）。
この宣言では、平和を希求し、人々のく
らしの中からも解決策を見出し、「プラ
ネタリーヘルスにおける社会と共に歩む
科学」を追求・実践するための教育・学
際研究基盤構築の必要性について取りま
とめております。シンプルな宣言ではあ
りますが、さらなるプラネタリーヘルス
の大きな波を起こしていく事に、少しで
も貢献できることを願っています。( 広
島大学ホームページ開催報告：https://
www.hiroshima-u.ac.jp/news/76843)

セミナー・イベント報告 ２

図３ 広島プラネタリーヘルス宣言2023“大いなる転換期における平和の希求：社会と共に歩むプラネタリーヘルス科学のための教育と研究” 

パネルディスカッションでの議論

広島プラネタリーヘルス宣言
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　世界では、気候変動をはじめ様々な地
球規模での課題が発生しています。加え
て、いまだ多くの地域で紛争も続いてお
り、尊い命が苦しみ、奪われています。
これら要因は複雑に絡み合っており、私
たちはプラネタリーヘルスという共通の
目標の下で、この「大いなる変革（Great 
Transition）」に取り組む必要があります。
本シンポジウムには、世界 15 カ国 53
機関から 130 名を超える参加者があり
ました。ここで議論され学んだ内容を少
しでも皆様と共有すべく、実行委員メン
バー（写真 3）一同で、プログラムブッ
クを作成いたしました（図 4）( プラネ
タリーヘルス大学間パネルシンポジウム
実行委員会 , 2023)。今回のシンポジウ
ムでは大学の役割を中心に議論されまし
たが、さらに様々な立場の皆様との議論
が必要です。このシンポジウムはまだま
だ小さな一歩ですが、これをきっかけと
して、平和を希求するプラネタリーヘル
スの momentum（気運）がより一層広
がることを祈念するとともに、皆様方と

「私たちのふるさと（地球）の健康」に
ついて共に考え議論できることを願って
おります。

謝辞
　このシンポジウム開催にあたり、まだ
形にもなっていない段階から、大きく背
中を押してくださいました、日本 WHO
協会 中村安秀先生、東京医科歯科大学
の中村桂子先生、パネリストの先生方皆
様、そしてシンポジウムを全力疾走でサ
ポートしてくれた実行委員メンバーに、
心よりお礼申し上げます。また、日程の
関係で参加いただけなかった熊本大学様
をはじめ、参加くださった皆様方に、こ
の場を借りましてお礼申し上げます。

おわりに

参考文献

Horton R, Beaglehole R, et al. ”From public to planetary health: a manifesto". The Lancet 2014; 383: 847. 

Myers SS, Pivor JI, Saraiva AM. "The São Paulo Declaration on Planetary Health". The Lancet 2021; 398: 1299. 

The Lancet Public Health. "No public health without planetary health". The Lancet Public Health 2022; 7: e291.

プラネタリーヘルス大学間パネルシンポジウム実行委員会. ”大学間パネルシンポジウム：持続可能な地球環境のためのプラネタリーヘルス : 未来を切り開く学際融合研究”. 広島大学, 

2023. https://doi.org/10.15027/54002 

図４ 抄録集としてとりまとめ出版したプログラムブック

写真３ パネリストおよびシンポジウム実行委員メンバー
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国際保健を学べる大学・大学院 １

多様性から学び互いに成長するグローバル
ヘルスの研究・実践・政策展開の醍醐味

　東京医科歯科大学大学院には、2000
年 4 月 に 国 際 保 健 医 療 協 力 学 分 野

（Department of International Health 
and Medicine）が創設され、2016 年
4 月からは、国際保健医療事業開発学分
野（Department of Global Health 
Entrepreneurship）の名称となり現在
に至ります。研究室の特徴は、日本人の
学部学生、大学院学生やスタッフと、外
国人の大学院学生やスタッフがともに学
び、国や地域の健康課題、環境課題をテ
ーマとする研究に取組んでいます。

 2001 年度から、東京医科歯科大学
に「パブリックヘルスリーダー養成プロ
グラム」という、世界各地で公衆衛生や

地域医療の実践で活躍している人たちが
博士課程に入学して研鑽するプログラム
を開講しました。大学に所属してパブリ
ックヘルスを学ぶ若手はもちろん、各国
の保健省、病院、ＮＧＯ、また国際機関
などで、第一線の経験を積んだ人たちが
集まります。ここに日本人の学生も参加
し、パブリックヘルスの実践現場で遭遇
する課題に着目し、課題の解決に寄与す
る研究に、共に取り組みます。現在は「デ
ータ駆動グローバルヘルス医科学研究国
際人材育成プログラム」という名称です
が、引き続き、国際的に活躍するパブリ
ックヘルスのリーダーを育成しています。
留学生の多くは卒業後本国に戻り、各国
保健省や国際機関、大学などの要職につ
いています。日本人の卒業生は、大学、
地域医療、行政、民間シンクタンクなど

で活躍しています。
　研究では、課題とそれを取り巻く条件
について、多角的に分析し、エビデンス
に基づいて解決策を検討するのはもちろ
んですが、課題解決の方策を考えるには、
それぞれの社会が備えている課題のとら
え方、現存している課題へのアプローチ
の方法をよく理解することが必要です。
短期間の調査地訪問や、第三者の立場で
の評価だけではわからない、その地域社
会の仕組みと人々の行動様式と、その根
底にある価値、考え方を少しでも理解で
きると、その社会で実践可能な解決方法
が見えてきます。研究室では多様性から
学ぶことを重視しています。

東京医科歯科大学大学院　
国際保健医療事業開発学分野　教授

中村　桂子
ＷＨＯ健康都市・都市政策研究協力センターの所長を兼務。
国際ネットワーク "The Alliance for Healthy Cities" 事務局長。

写真１　研究室のメンバーと卒業生の合同セミナー（2022 年）

研究室の沿革と教育研究の
概要

多様な関係者と取り組む共
同研究からの学び

東京医科歯科大学大学院　
国際保健医療事業開発学分野　博士研究員

田代　百合

写 真 ２　 タ ン ザ ニ ア 大 統 領 府 Regional Administration and Local 
Government (PO-RALG) オフィスにて実装科学研究うちあわせ（2020 年）
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し た 研 究 課 題 意 識 を も ち、Fear of 
F a l l i n g 、S k i p p e d  G e n e r a t i o n 
Households、Active Aging Index など、
注目される研究課題をあげて共同研究を
継続しています。大学間の学術交流協定
などの連携の組織化は、共同研究の推進
に役立っています。
　アフガニスタンでは、生活習慣病予防
の教育を学校の子どもたちに届けるため
に、公衆衛生省と教育省の組織連携の仕
組みをつくり、学校の先生を対象にした
調査、研修評価を行いました。研究室の
卒業生が中心となって研究体制をつくり、
大学院生が調査に参加しました。
（写真 3）
　ベトナムでは、急速なデジタル化の進
行が子どもたちの健康にもたらす影響を、
中学校の生徒を対象にしたコホート研究
により明らかにしようとしています。疫
学研究の確かな知識と技術、関係機関と
の信頼関係に基づく着実な研究体制の構
築は、パブリックヘルス研究の技能を身
に着けた、研究室の卒業生が核となって
貢献しています。

　大学院修士課程には「グローバル健康
医学」のコースがあり、全て英語で授業
を行い、世界各国から入学する学生とと
もに切磋琢磨して修士論文の課題に取り
組みます。公衆衛生学、疫学、生物統計

　多様性からの学びは、在籍する学生の
間だけでなく、卒業生も参加しての学び
の場があります。卒業生が参加して実装
科学研究を計画して取り組むということ
も行っています。たとえば、タンザニア
で実施している高血圧・糖尿病患者の疾
病管理の実装研究では、ドドマ大学の公
衆衛生学部長の職にある研究室の卒業生
は、研究課題についての現地の状況およ
び現地政府の最新の政策について情報を
提供しています。東京には、タンザニア
からの留学生、国際保健で活躍を希望し
ている日本人学生がおり、毎週オンライ
ンのリサーチミーティングを開催して、
国際共同研究活動を運営しています。タ
ンザニアでの高血圧・糖尿病の患者管理
の対策において、実装可能な新たな対策
を国内で展開することを目指し、政府機
関や学術組織の関係者を国際共同研究チ
ームに招待し、現地の公衆衛生対策に寄
与する研究成果を出すべく、取り組んで
いるところです。（写真 1,2）
　日本の高齢者の医療福祉介護システム
および人材育成技術をもとに、ASEAN
諸国において高齢者ケアに従事する「医
療職、福祉職のワーカーを対象とした多
職種連携強化のための研修プログラムの
開発」に取り組みました。フィリピン大
学マニラ校とフエ医科薬科大学の教員、
留学生、日本の高齢者ケアに関わる研究
者が参加した国際共同研究に参加した大
学院生は、大学院を修了したあとも共通

学、ヘルスシステム、母子保健、環境保
健、産業保健、プラネタリーヘルスなど
グローバルな観点における公衆衛生学に
ついて習熟し、統計解析について高い知
識と技術も修得します。現場からデータ
収集を行ってデータを解析し、データに
基づくパブリックヘルスの対応戦略を提
案します。将来パブリックヘルスのリー
ダーとして活躍するために必要な知識と
技術、そして社会課題に向き合い課題を
解決する能力を獲得することを目指しま
す。（写真 4）

　グローバルヘルスの研究、実践、政策
展開において、関係者の多様性から、新
たな学びが多々あります。新たな学びを
みつけ互いに成長することができるとこ
ろは、グローバルヘルスならではの醍醐
味であると考えています。多様性を尊重
するグローバルヘルスの仲間を増やし、
様々なネットワークとの接点をつくるこ
とは、国際保健の仕事を続けていくにあ
たり確かな糧になるものと思います。

（問い合わせ先）
whocc.ith@tmd.ac.jp
修士課程「グローバル健康医学」
https://www.tmd.ac.jp/cmn/mphgh/

修士課程「グローバル健康
医学」

グローバルヘルスの醍醐味

写真３　アフガニスタン・ヘルシースクール調査チーム（2021 年） 写真４　プラネタリーヘルス授業（2023 年）
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国際保健を学べる大学・大学院 ２

北海道大学大学院国際感染症学院

　北海道大学国際感染症学院は、2017
年 4 月に新たに設置された感染症対策
の専門家を育成し国際社会への貢献を目
指した4年制の博士課程のシステムです。
研究組織としては北海道大学大学院獣医
学院、同学人獣共通感染症国際共同研究
所、同学医学研究院および同学ワクチン
研究開発拠点が母体となり、所属する獣
医学、医学、薬学、理学、農学、情報科
学などを専門とする研究者が分野を超え
て研究指導にあたっております。古くか
ら新興・再興感染症の脅威が言われてき
ましたが、特に 2000 年代以降には世
界的な感染症の発生および拡大が人類の
健康を大きく脅かしてきました。これら
の多くは、野生動物や環境などの自然界
から家畜や家禽など人間に近い動物を介
して、また、時には直接的に、ヒトに悪
影響を及ぼす人獣共通感染症であります。

ヒトではなく動物や環境にその病原因子
が存在する場合、公衆衛生分野のみでの
解決は非常に難しく、病気の発生や流行
を根本的に制御するには、動物衛生や環
境衛生分野の協力が必要不可欠でありま
す。そこで、ヒトや社会の健康保持には、
ヒトだけではなく動物の健康や環境の保
全をもまとめて考える必要があるという

「One World, One Health」の理念に則り、
課題解決のために複数の分野から網羅的
に事象を分析し、多角的に解決を図るべ
く、研究領域間を超えた連携によって、
人獣共通感染症の制御を実現させており
ます。感染症の克服のために、病原体に
関する基礎研究のみならず自然界におけ
る病原体やその宿主の生態や免疫応答に
関する研究、診断・予防および治療薬に
関する応用研究に加え、感染症の発生予
測やリスク評価の実施、そしてそれに基
づいたリスク管理の実践に向けた提案な
ど、幅広い研究を行っております。

　近年の国際的な感染症拡大は、病原体
やその宿主を巡る関係の変化以外の要因
も大きく関与しております。ヒトや動物
の移動に伴い感染症が発生し拡大し、そ
して人々の風習や信念によって特定の疾
病が流行したり制御方策に悪影響を与え
ております。感染症の拡大を理解するた
めには、人々の行動、とりわけ健康に関
する人々の意識や取り組みへの一層の理
解が必要だと考えられます。そこで国際
感染症学院では、世界、とりわけ途上国
での健康の現状とその課題を考える国際
保健特論を通して、世界基準で保健を考
える上で必要な情報や考えかたを学ぶこ
とができます。また、公衆衛生および動
物衛生分野における国際的な取り組みを
学ぶ国際協力機関特論では、国際機関や
非営利団体などの活動の理解と、問題解
決にむけた課題について考えさせられる
ことになります。また国際感染症学院で

北海道大学大学院国際感染症学院
磯田　典和
獣医師、獣医学博士。ウイルス学にて博士号
を取得後、動物衛生および人獣共通感染症分
野における疫学とその対策立案に関する研究
および教育に従事。

北海道大学大学院獣医学院

1．北海道大学大学院国際
感染症学院とは

2．教育の国際化にむけて

人獣共通感染症対策専門家認定試験合格者を囲んで

Friends of WHO Japan 2023. Autumn16



ととなっており、学生にとっては自身の
研究活動の範囲を拡大したり、または自
身のキャリアアップを狙うには非常に良
い機会となっております。さらに、学生
の自主性、コミュニケーション能力、企
画力を養うことを目的とした、学生と若
手教員が企画立案および運営をするシン
ポ ジ ウ ム、Sapporo Summer 
Symposium for One Health（SaSSOH）
を 毎 年 9 月 に 実 施 し て お り ま す。
SaSSOH は One Health 分野の最前線で
活躍する国内外の若手研究者との意見交
換やネットワーク構築の機会となってお
り、世界を舞台に活躍できる研修の機会
ともなっております。また SaSSOH は
単なる研究発表の場だけではなく、One 
Health の実践を目的とした演習を学生
が企画しております。現在では、北海道
大学国際感染症学院が中心となって、北
海道大学では「One Health フロンティ
ア卓越大学院」を推進しております。こ
こでは、他分野の思索を十分考慮できる
バランス感覚および国際性に富んだうえ
で、疾病制御や予防の理念を十分理解し、
動物、人および生態系の健康を俯瞰的に
捉え One Health に係る問題解決策の立
案および実行する専門家の育成を目指し

は、人獣共通感染症の発生予測と予防、
病原体の存続様式の解明に資する研究能
力に加えて、感染症の発生現場でその制
圧対策の指揮を執ることができる専門家
を養成し、それを認定する人獣共通感染
症対策専門家認定プログラムも実施して
おり、平成 22 年度から令和 4 年度まで
に延べ 123 人の専門家を輩出しており
ます。

　国際感染症学院の特徴の 1 つとして、
学生が主体的に様々なイベントを立案お
よび運営していることが挙げられます。
各学生の研究成果を所属研究室の垣根を
越えて共有、分野の違う学生から様々な
意見を受けることができます。また、大
学院カリキュラムとして海外での短期間
インターンシップが必須となっており、
学生はインターンシップを自ら企画し、
その活動場所や内容を自身で練りあげ、
インターンの受け入れ先の交渉も学生自
身で行っております。活動計画がインタ
ーンの受け入れ先とまとまれば、条件付
きですがその費用は学院側が負担するこ

ております。この卓越大学院の活動が国
際感染症学院の活動をさらに加速させて
おります。　

　国際感染症学院の学生の半数は海外、
特にアジアやアフリカ出身の学生であり、
このような授業や実習などを通して各国
の保健衛生の実際や、それに対する意識、
文化や政治思想が健康保健行政に与える
影響などについて活発な意見交換も行っ
ております。また多くの日本人学生には、
日本の保健行政が優れている点を再確認
する機会となっており、その反面、この
ような日本人学生が国際保健の場面で活
躍するためには病原体や疾病に特化した
科学的な知識や情報だけでなく、グロー
バルヘルスを中心とした社会科学的アプ
ローチの重要性を認識する機会が多くな
っております。これらを通し、国際感染
症学院は感染症学に関する広い視野、柔
軟な発想力および総合的な判断力を備え
た、わが国のみならず世界の感染症学の
発展ならびに感染症の制圧に貢献できる
実践的な能力と指導力を備えた人材の育
成を目指しております。

3．グローバルな人材を育
成するユニークな教育シス
テム

4．さいごに

ベトナムの生鳥市場での鳥インフルエンザモニタリングのインターンシップ活動 SaSSOH で実施したテーブルトークロールプレイによる
保健行政とパンデミック感染症制御に関する演習
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留学生日記

PhD合格へ繋げた米国MSPHグローバル
ヘルス留学

Johns Hopkins Center for Global Digital Health Innovations / 
University of North Carolina Chapel Hill, Gillings Scholl of Global Public Health

Arisa Shichijo Kiyomoto
京都大学法学部および一橋大学公共経済修士を卒業後、米国Johns 
Hopkins大学へ留学。2023年5月にMSPHを卒業し、同年8月より
UNC Chapel Hill校PhD課程へ進学予定。【Twitter: @aris_aaa_n】

　私にとって米国 Master of Science in 
Public Health (MSPH) 留学の目標は、
グローバルヘルス PhD 課程への進学意
思を再確認し、合格を掴み取ることでし
た。ご支援に恵まれ、UNC Chapel Hill
校での PhD 進学が決まり、本稿の機会
をいただきました。進学を検討している
方はもちろん、広く「明確な目標を持っ
た上での留学の魅力」について私の経験
からお伝えしたいと願い、筆を執りまし
た。

Johns Hopkins 大学の 2 年
制修士、MSPH を選ぶ
　私のグローバルヘルス研究関心は、デ
ジタルデータ等の新たな情報源を活用し
て Monitoring & Evaluation(M&E) 手
法を向上させ、中低所得国の医療制度の
強化に資することです。M&E は実際の
政策やプログラムを分析の対象とするこ
とから、現地の政府や NGO とパートナ
ーシップを結び、協力することが重要で
す。よって、留学先はグローバルヘルス
プロジェクトの数の多さに定評がある
Johns Hopkins 大学での、腰を据えて
プロジェクトに取り組める 2 年制の
MSPH を選びました。
　Department of International Health
の MSPH は、1) Global  Disease 
Epidemiology & Control, 2) Health 
Sys tem,  3 )Soc ia l  &  Behav iora l 
Interventions, 4)Human Nutrition の 4
トラックに分かれており、入学後にはト

ラックの垣根を越えてメンターと出会え
る 学 際 性 の 高 さ が 魅 力 で す。 私 の
MSPH 留学中には 4 つのプロジェクト
への参画が叶いました。下記でそのうち
2 つをご紹介します。

ウガンダ農村部で州政府と
協力した Community RCT
に取り組む
　 医 療 資 源 が 限 ら れ た 地 域 で は、
Community Health Workers(CHW) が
母子保健アウトカム等の向上に重要な役
割を担っていますが、多くの国で CHW
はボランティアとして働いており、制度
の持続可能性に課題があります。そこで
私たちは、ウガンダ Makerere 大学・州
政府と協力して、CHW のインセンティ
ブ設計に関する Community RCT を行
っています 。私は夏休みを使ってウガ
ンダに渡航し、現地チームと共に介入、
データ収集・分析に携わりました。コミ
ュニティは研究のために設計されたもの
ではないため、地域の行事と調整して進
める必要があり、ランダム化の単位とな
る村の数や境界線の変化など、多くの不
確実性を乗り越えねばなりません。その
ようなプロジェクトマネジメントをパー
トナー三者で協力して進める経験からグ
ローバルヘルス研究でのパートナーシッ
プの価値に触れ、良いコラボレーション
を生み出せる研究者になりたいという想
いが強まりました。

ブルキナファソで「デジタ
ルツールは現場の負担を減
らしたか」を問う
　多くの中低所得国では、デジタルヘル
スイノベーションはケアの質を上げるた
めの機会として注目が高まっており、ブ
ルキナファソでも国家規模のデジタルプ
ロジェクトが進んでいます。しかし、デ
ジタル介入がどう医療制度の強化につな
がるのかを実証した研究は少なく、より
包括的な M&E が求められています 。
　そこで、私の修士論文は、デジタルツ
ールの登場による fragmentation ( パラ
レルシステムが乱立し、統合が上手くい
っていない ) 課題に着目し、複数システ
ムのデータの整合性やレポーティングの
迅速性をツール導入前後で比較する分析
を行いました。この修士論文及び
MSPH 中のプロジェクトを総合して、
現場に向き合った着眼点と、複数のデー
タソースを組み合わせた定量分析アプロ
ーチを評価され、Bloomberg Research 
Scholar of the Year 22-23 を受賞する
ことができました。

PhD 合格に重要なピース
を振り返る
　MSPH 留学開始から約 15 ヶ月後の冬
に PhD 課程の出願締め切りがありまし
た。私の経験から振り返ってグローバル
ヘルス分野での PhD 進学を叶えるため
の 3 つのポイントをまとめます。第一に、
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❶「ウガンダでのフィールドワーク： District LeadershipとCommunity Health Workersと共に」
❷「Johns Hopkins Bloomberg Research Scholar of the Year 22-23の授賞式」
❸「MSPHの同級生たち：1年目はマスク着用で授業に」

❶

❷ ❸

Original Research Vision の強度です。
どのようなチームと何をどう問うていき
たいのか。なぜそれは Significant で
Innovative な切り口なのか。―この問
いに向き合うことが大切でした。
　MSPH 留学前の私にはほぼすべての
国際事業が輝いて見え、優先順位をつけ
る視点が不足していましたが、現在では
よりクリアな判断軸が持てました。第二
に、メンターとの強い信頼関係に裏付け
られた推薦状を準備できることです。私
の分野では4枚の推薦状を提出しますが、
4 者の視点を通して自分の人格やスキル
が魅力的に浮かび上がる必要があります。
やはり、プロジェクトでメンターと困難
を共にした経験が人としての魅力を伝え、
ユニークな推薦状につながったと感じて
います。第三に、グローバルヘルス研究
歴の充実です。研究業績となる論文等に
加えて、多様性あるチームで自分もメン
バーも成果を出せるような働きをし、現
場の不確実性に対応するコンピテンシー
をアピールすることが重要だと考えます。
また、グローバルヘルス研究には他の分
野よりも長い時間がかかります。よって、

中間成果の発表、Sub-analysis の立ち
上げ、次のグラントの獲得など、プロジ
ェクトクローズ前でも出せる業績をデザ
インしておくことが大切です。以上の３
点が 1 つのストーリーとなってトレー
ニングギャップに結びつくと、出願者の
魅力が伝わるのではないでしょうか。

楽しかった MSPH 留学
　2 年間の留学は本当に楽しいものでし
た。成果がでず苦しんだ期間もありまし
たが、目標があったからこそ、忙しい日

々の中でも内省と新しい挑戦を続ける事
ができ、結果的に留学がとても充実した
のだと思います。末筆になりましたが、
私の留学をサポートくださったメンター
・友人・家族・奨学金財団など、すべて
の方に感謝いたします。次の場所は
UNC Chapel Hill 校 で す。Hopkins に
次ぐ Public Health 分野 2 位の伝統ある
州立大学で、Applied Epidemiology を
学び、たくさんのメンター・友人たちと
出会い、新たな扉を開くことが楽しみで
す。
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WHO職員日記

２０３０年のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
達成に向けて

現アジア開発銀行（ADB）ヘルススペシャリスト
（元ＷＨＯ保健財政官・UHC2030プログラムマネージャー）

渡部　明人（わたべ　あきひと）
北里大学医学部・順天堂大学大学院卒（社会医学系指導医、医学博士）、
LSE・LSHTM卒（保健政策・計画・財政学修士）、INSEAD卒（チェンジマ
ネージメント・エグゼクティブ修士）

　世界保健機関（WHO）では、2015
年から 2017 年まで本部（ジュネーブ）
の保健システム・ガバナンス・財政部門

（ H e a l t h  S y s t e m  G o v e r n a n c e 
Financing） の 保 健 財 政 官（Health 
Financing Specialist） と し て、2017
年から 2023 年まで WHO・世界銀行

（World Bank）・ 経 済 協 力 開 発 機 構
（OECD）が共同で事務局をホストする
2030 年のユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（以下 UHC）達成に向けた国際
保健パートナーシップ（UHC2030）の
プログラムマネージャーとして働いてき
ました。2023 年５月からはアジア開発
銀行（ADB）のヘルススペシャリスト
としてアジア太平洋地域における保健分
野の借款や技術協力オペレーションに携
わっています。私の専門分野は、公衆衛
生（博士号及び社会医学系専門医・指導
医）、保健財政・医療経済学（修士号）、
チェンジマネージメント（エグゼクティ
ブ修士号）、保健外交・グルーバルヘル
スガバナンス（エグゼクティブコース修
了）等です。
　WHO で初めてのポストは各国政府の
保健財政能力強化や保健財政政策に関す
る知見の蓄積や共有といった業務でした。
UHC という、「すべての人々が基礎的な
保健医療サービスを、必要なときに、負
担可能な費用で享受できる状態」に向け
た取組を押し進めるため、日本政府や
JICA とも連携して、各国の政府関係者
を集めて研修事業を実施したり、予防・
健康増進に関する保健財政スキームのケ

ーススタディーを収集したりしました。
また、日本政府が首脳級のイニシアティ
ブとして、グローバルヘルス分野で
UHC を力強く推進していたので、国連
総会・Ｇ７・G20 といったマルチ外交
の場での連携も私の業務の１つでした。
その流れで設立された UHC2030 とい
う UHC のためのマルチステークホルダ
ー・パートナーシップの事務局が WHO
での２つ目のポストでした。具体的には
UHC をグルーバル・国レベルで推進す
るための啓発・説明責任・知見の共有、
UHC に関する政治的なモメンタムを形
成・維持していくといった仕事でした。
特に 2019 年・2023 年は、日本が議長
国を務める G20・Ｇ７サミットで UHC
が保健分野の主要テーマとして盛り込ま
れ、国連総会でも UHC がテーマのハイ
レベル政治会合が開催され UHC 政治宣
言が採択されました。こういった UHC
の政治的なコミットメントをフォローア
ップするための説明責任レビューや
UHC の進捗を数値でモニタリングして
いくグローバル事業などが立ち上がりま
した。また 2017 年からは、国連の日
と し て 12 月 12 日 が UHC の 日

（International UHC Day）と定められ、
UHC を推進する様々な枠組みが整いま
した。こういった UHC 関連のグローバ
ル事業を、プログラムマネージャーとし
て政府・国際機関・慈善財団・市民社会
・民間企業・学者など様々なステークホ
ルダーと連携してリードしてきました。
　WHO 入職の経緯ですが、北里大学医

学部６年生の時に WHO 本部でインター
ンをさせて頂いたこともきっかけになり、
卒後のキャリアとして国連機関を目指そ
うと考えました。卒業して初めの 3 年間
は 国 立 国 際 医 療 研 究 セ ン タ ー 病 院

（NCGM）で臨床医（総合診療医）として
働きましたが、その後は国際協力機構

（JICA）の青年海外協力隊（公衆衛生医師）
として大洋州のバヌアツ共和国保健省で
プライマリーヘルスケア政策の策定や健
康増進事業に関わりました。この経験から、
保健システム・医療経済といった分野の
仕事が必要とされていることがわかり、
イギリスに留学しロンドン大学衛生熱帯
医学大学院（LSHTM）と経済政治科学大
学院（LSE）の共同プログラム（MSc. 
H e a l t h  P o l i c y ,  P l a n n i n g  a n d 
Financing）で医療経済・保健財政を学び
ました。その頃、この専門分野の重要性
が高まってきていましたが、この分野で
必要な国際保健人材が不足している状況
でした。そこで、この分野を専門として
仕事をしていくことで日本人として国際
社会で貢献できるのではないかと考えま
した。その後、外務省国際保健政策室で
任期付職員（外務事務官）として、UHC
の推進を持続可能な開発目標（SDGs）の
枠組みや開発援助で実施していく仕事に
従事し、その間に JPO 試験に合格して
WHO に入りました。WHO に入ってか
らは，保健財政の仕事をしながら新しく
UHC のパートナーシップを作るという大
きな仕事に関わり、新設ポストに応募し
採用され正規職員となりました。
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❶ UHCハイレベル政治会合（2019年、国連総会会議）
❷ UHC政治顧問と（2023年、国連本部）

　私は、現在住んでいるフィリピン・マ
ニラでの 20 年前の初めてのボランティ
ア経験がきっかけとなり、国際保健を目
指すようになりました。大学の医学部 2
年生の時に、マニラの診療所でコミュニ
ティーヘルスワーカーとして働く経験を
しました。そこで，貧困層の子供や患者
を診察して彼らに治療を施しましたが、
彼らはまたすぐに戻ってきてしまう、薬
を渡してもなかなか治療がうまくいかな
いという現状を見ました。この経験から、
貧困層に対する医療の問題、医療によっ
て貧困が生まれてしまう問題、貧困から

病気になってしまうといった問題に関心
を持ちました。そしてそういった問題を
防いで、子供達や患者を救うために必要
となる保健システムを強化していく仕事
に携わりたいと思うようになりました。
そのため、SDGs に UHC が盛り込まれ、
2019 年に採択された UHC 政治宣言で
は 2023 年までにさらに 10 億人が医療
を受けられるように、2030 年までにそ
れをすべての人に拡大すること、医療費
による壊滅的な家計支出の悪化トレンド
を止めることが目標となりました。しか
しながら、COVID-19 の影響もあり指標

の改善にブレーキがかかっており、
2030 年に向けた UHC の達成がとても
困難な状況となっています。特にアジア
太平洋地域では、自己負担の割合が高い
ままでより多くの人が医療を受けられる
ようになり、医療費による壊滅的な家計
支出が悪化トレンドとなっています（図
1）。この悪化トレンドを何とか阻止すべ
く、アジア太平洋地域を拠点とする開発
銀行に仕事の拠点を移すことにしました。
　WHO 本部で働く魅力は、政府や様々
なステークホルダーと一緒に新しい枠組
みをグローバルレベルで作っていくダイ
ナミックな仕事ができるということです。
新しいプロジェクトを作り、資金を調達
し、チームを編成してプロジェクトを実
施していくことで、グローバルな潮流づ
くりや調整に関わっていくことができま
す。一方で、途上国政府の政策実現に向
けたオペレーション支援については、資
金面で World Bank や ADB などの開発
銀行や Global Fund や Gavi などのファ
ンド、JICA などの政府開発援助機関に
は太刀打ちできないところがあります。
もちろん、WHO 地域事務局や国事務所
が技術アドバイスや政策対話を通して現
地政府を支援する意義はあるので、両者
が連携して政府を支援していくことが重
要です。開発銀行・ファンド・WHO と
のコーディネーション強化を通して、
2030 年の UHC 達成に向けた取り組み
をより一層加速していきたいです。

図１　各地域ごとのUHC指標の進捗（出典2021年UHCグローバルモニタリング報告書（WHO）

❶

❷
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WHOニュース 5月

5
May

月

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立てて頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているも
のですので、詳細内容については、QRコードを利用して、日本WHO協会のホームページ経由で、ニュースリリー
ス、声明、メディア向けノートなどの原文にアクセスできます。

WHO : 急性期医療行動ネットワWHO : 急性期医療行動ネットワ
ーク（ACAN）ーク（ACAN）

ECO サービス（ECO : emergency, critical 
and operative care、緊急 ･ 救命 ･ 手術療
法）をより強力に推進する「グローバル連合、
急性期医療行動ネットワーク（ACAN : 
Acute Care Action Network）」構築を発表。

薬物依存の新しいリポジトリ薬物依存の新しいリポジトリ
薬物依存専門家委員会（ECDD）による
リポジトリは、医療用および科学用の新
規精神作用物質と医薬品に関する情報と
報告書を集めた、オンラインコレクショ
ン。450 以上の物質から構成され、薬
物依存に関する技術的なレポートやリソ
ースを提供。

カンガルー マザー ケア（KMC）カンガルー マザー ケア（KMC）
が、早産児の敗血症リスク低減が、早産児の敗血症リスク低減
KMC が、低出生体重児や早産児の敗血
症リスクを低減することが、医学雑誌で
発表。スキンシップと母乳育児（母乳の
提供）を組み合わせた出生直後からの
KCM は全体の死亡を 25% 減少。

COVID-19 に関する研究の世界COVID-19 に関する研究の世界
的優先課題策定的優先課題策定
パンデミックから得た知識を活用するこ
とは、呼吸器パンデミック対策を強化す
る上で重要とし、公衆衛生 ･ 社会対策

についてリストアップ。

車いすの提供に関する新ガイド車いすの提供に関する新ガイド
ラインライン
世界的に、質の高い適切な車いすへのア
クセスは大きな課題で、複数の障壁が存
在。WHO は、車椅子提供ガイドライン
を発表。

「医療従事者」等を意味する 「医療従事者」等を意味する 
21 の用語の定義（多言語）21 の用語の定義（多言語）
健康とケアの労働力に関連する WHO 
の公式な用語と、その定義。「health 
worker」「care worker」「health and 
care workers」など 21 の用語について
説明。

伝統医学と補完医学を健康シス伝統医学と補完医学を健康シス
テムに組み込みテムに組み込み
伝 統 医 学 と 補 完 医 学（T&CM : 
Tradit ional and complementary 
medicine）の相互補完は、健康増進と
疾病予防に大いに役立っている。各国は、
科学的根拠に基づいた T&CM と従来の
医療との適切な連携が必要。

世界口腔保健状況報告書世界口腔保健状況報告書
世界の口腔疾患の負担、口腔健康のグロ
ーバルヘルス上の重要性、ライフコース
における口腔疾患の影響について包括的
に説明。

質の高い中絶医療サポートの臨質の高い中絶医療サポートの臨
床ハンドブック更新床ハンドブック更新

WHO は女性と女児のために、医療従事
者が質の高い中絶サービスを提供できる
よう、ハンドブックを発表。情報やカウ
ンセリングの提供、痛みの管理、避妊を
含む中絶後のケアも含まれる。

最前線の医療施設は水、トイレ、最前線の医療施設は水、トイレ、
衛生設備、電気なしで機能不全 衛生設備、電気なしで機能不全 

（新 WHO、UNICEF 報告書）（新 WHO、UNICEF 報告書）
医療施設における WASH は感染予防と
制御を可能にし、薬剤耐性の蔓延を抑制
し、質の高いプライマリーヘルスケアサ
ービスを提供できる。しかし、各国での
対策は不十分。

西 太 平 洋 地 域、 薬 剤 耐 性 で西 太 平 洋 地 域、 薬 剤 耐 性 で
2030 年までに 520 万人が死亡2030 年までに 520 万人が死亡
するする
WPRO が作成した「西太平洋地域にお
ける薬剤耐性（AMR）の健康と経済的
影響 2020–2030」では、AMR の脅威
を理解するための、より多くの質の高い
データを収集する必要性を提唱。

HPV 検査薬を追加認証 : 子宮頸HPV 検査薬を追加認証 : 子宮頸
がん撲滅を目指す国々に選択肢がん撲滅を目指す国々に選択肢
広がる広がる
HPV 感染症の検査は子宮頸がん検診の
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る気候変動や危機に強い、必要不可欠な
プライマリー ･ ヘルスケア（PHC）サ
ービスへの投資と強化を目的とした「ヘ
ルスインパクト投資プラットフォーム」
を立ち上げ。。

ICD-11（ 国 際 疾 病 分 類 ） とICD-11（ 国 際 疾 病 分 類 ） と
MedDRA（国際医薬用語集）のMedDRA（国際医薬用語集）の
新コラボレーション新コラボレーション
WHO 国際疾病分類（ICD-11）と ICH
国際医薬用語集（MedDRA）を接続す
ることにより、保険請求データベース、
死亡率および罹患率統計、臨床試験、観
察研究などの有害事象および転帰の分析
を強化。

WHO の保健緊急事態への対応 : WHO の保健緊急事態への対応 : 
年次報告書 2022年次報告書 2022
2022 年における WHO の保健緊急事態2022 年における WHO の保健緊急事態
への対応に関する年次報告書では、への対応に関する年次報告書では、
WHO の役割が、世界、地域、国レベルWHO の役割が、世界、地域、国レベル
の緊急事態対応の主要な要素にわたっての緊急事態対応の主要な要素にわたって
重要となっていることを概説。重要となっていることを概説。

ワンヘルス ･ ハイレベル専門家ワンヘルス ･ ハイレベル専門家
パネル年次報告書パネル年次報告書
ワンヘルス ･ ハイレベル専門家パネル 
(OHHLEP : One Health High-Level 
Expert Panel) が 2022 年次報告書を発
表。多部門にわたるワンヘルス協力のた
めのパラダイムシフトを実現するために
国や機関を導くための「ワンヘルス変革
理論」を開発しガイダンスなどを提供。

5月のWHOファクトシート改訂項目
以下のファクトシートが改訂されています。詳しくは当協会のファクトシートのサイトをご覧ください。　
https://japan-who.or.jp/factsheets/

・結核　・スナノミ症　・思春期および若年成人の健康　・貧血　・象皮症（非フィラリア性リンパ浮腫）
・アフリカトリパノソーマ症（睡眠病）　・喘息　・早産　・支援技術

不可欠な要素。WHO は、ヒトパピロー
マウイルス（HPV）検査について、4 つ
目となる cobas HPV アッセイを事前認
定リストに追加。

医療用モルヒネへのアクセスに医療用モルヒネへのアクセスに
関する新しい報告書関する新しい報告書
WHO、医療用モルヒネへのアクセスに
関する報告書「Left behind in pain」を
発表。モルヒネの安全なアクセスを改善
するための行動を提示。

難民 ･ 移民の健康改善に向けて難民 ･ 移民の健康改善に向けて
「ラバト宣言」を採択「ラバト宣言」を採択

「第 3 回 難民と移民の健康に関するグ
ローバル協議」でラバト宣言を採択、「人
道的支援が必要な環境にある難民やその
他の人々の結核予防とケアに関する省庁
間のフィールドガイド」を発表。

持続可能な開発目標 –3「すべて持続可能な開発目標 –3「すべて
の人に健康と福祉を」の人に健康と福祉を」
国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」
健康関連の目標達成の進捗が遅れている。

「健康な生活とウエルビーイングのため
のグローバル ･ アクション ･ プラン 

（SDG3 GAP）」に13の多国籍機関が署名。

「乳幼児の健やかな成長発達の「乳幼児の健やかな成長発達の
ためのケアの枠組み」進捗報告ためのケアの枠組み」進捗報告
書 2018 – 2023書 2018 – 2023
WHO、ユニセフ、世界銀行グループは

「乳幼児の健やかな成長発達のためのケ
アの枠組み（フレームワーク）」を発表。

どのような付加価値をもたらしたか進捗
状況を報告。

薬剤耐性 AMR の経済学に関す薬剤耐性 AMR の経済学に関す
る四者技術グループの設立る四者技術グループの設立
薬剤耐性（AMR）の経済学に関する 4 薬剤耐性（AMR）の経済学に関する 4 
者 構 成 技 術 グ ル ー プ（QTG-EA: 者 構 成 技 術 グ ル ー プ（QTG-EA: 
Quadripartite Technical Group on the Quadripartite Technical Group on the 
E c o n o m i c s  o f  A n t i m i c r o b i a l E c o n o m i c s  o f  A n t i m i c r o b i a l 
Resistance）（国連食糧農業機関（FAO）、Resistance）（国連食糧農業機関（FAO）、
国連環境計画（UNEP）、世界保健機関国連環境計画（UNEP）、世界保健機関

（WHO）、国際獣疫事務局（WOAH）で（WHO）、国際獣疫事務局（WOAH）で
構成）を設立。構成）を設立。

WHO : 薬剤耐性 AMR に関する WHO : 薬剤耐性 AMR に関する 
40 の優先研究課題を発表40 の優先研究課題を発表
AMR は依然として人類が直面するグロAMR は依然として人類が直面するグロ
ーバル公衆衛生の脅威のトップの一つ。ーバル公衆衛生の脅威のトップの一つ。
WHO は、薬剤耐性（AMR）と闘うたWHO は、薬剤耐性（AMR）と闘うた
めの最も緊急な人類の健康上の優先課題めの最も緊急な人類の健康上の優先課題
に取り組むため、40 のグローバル優先に取り組むため、40 のグローバル優先
研究課題を概説。研究課題を概説。

ヘ ビ 咬 傷 治 療 に 関 す る 初 のヘ ビ 咬 傷 治 療 に 関 す る 初 の
WHO ガイダンスWHO ガイダンス
高品質の抗毒素は、ヘビに咬まれた人々
にとって最善の治療法。「抗毒素製剤の
品質向上のためのガイダンス」を発表。

多国間開発銀行と WHO : プラ多国間開発銀行と WHO : プラ
イマリーヘルスケアサービス強イマリーヘルスケアサービス強
化のための新しい投資プラット化のための新しい投資プラット
フォームを立ち上げフォームを立ち上げ
低 ･ 中所得国（LICs と LMICs）におけ
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WHOニュース 6月

6
June

月

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立てて頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているも
のですので、詳細内容については、QRコードを利用して、日本WHO協会のホームページ経由で、ニュースリリー
ス、声明、メディア向けノートなどの原文にアクセスできます。

髄膜炎の診断、治療、ケアのガ髄膜炎の診断、治療、ケアのガ
イドラインイドライン

髄膜炎は依然として公衆衛生上の重要な
問題であり、2030 年までに髄膜炎を撲
滅するためのビジョンとロードマップが
第 73 回世界保健総会で承認。

COVID-19 パンデミック時の必COVID-19 パンデミック時の必
須保健サービスの継続性に関す須保健サービスの継続性に関す
る第 4 ラウンド グローバル パる第 4 ラウンド グローバル パ
ルス調査ルス調査
保健システムおよび必須保健サービスの
混乱をよりよく理解するために、WHO
は COVID-19 パンデミック時の必須保
健サービスの継続性に関するパルス調査
を実施し、139 の国 ･ 地域 ･ エリアか
ら得られたグローバルな知見を紹介。

COVID-19 パンデミック : 国際COVID-19 パンデミック : 国際
的に懸念される公衆衛生上の緊的に懸念される公衆衛生上の緊
急事態（PHEIC）を終了急事態（PHEIC）を終了
5 月 4 日、COVID-19 パンデミックに
関する国際保健規則（2005）（IHR）緊
急委員会の会合が開催され、PHEIC の
終了を決定し、長期管理に移行する時期
であるとも助言。

健康関連の SDGs に向けたグロ健康関連の SDGs に向けたグロ
ーバルな進展に、ローカルコラーバルな進展に、ローカルコラ
ボレーションが鍵ボレーションが鍵

「すべての人の健康な生活とウエルビー
イングのためのグローバル ･ アクショ
ン ･ プラン（SDG3 GAP）」の署名 13 
機関が、「What worked ? What didn’ t ? 
What’ s next ?」と題する新しい進捗報
告書を共同で発表。

ヘルスケアにおける手指衛生にヘルスケアにおける手指衛生に
関 す る WHO の 研 究 2023–関 す る WHO の 研 究 2023–
2030 : 要約2030 : 要約
医療関連感染（HAI）は、医療サービス
の質に影響を与え、患者の安全を脅かし、
医療費を増加させる。エビデンスに基づ
く解決策である手指衛生での感染予防と
管理につき発表。

ワンヘルス ･ ハイレベル専門家ワンヘルス ･ ハイレベル専門家
パネル、人獣共通感染症波及防パネル、人獣共通感染症波及防
止に関する新しい白書止に関する新しい白書
OHHLEP（One Health High-Level 
Expert Panel）は人獣共通感染症の防止
を強化することを求める白書を発表。ア
ウトブレイクの封じ込め活動とスピルオ
ーバーの防止を目的とした活動を区別す
ることを推奨。

第 76 回 世 界 保 健 総 会 開 催第 76 回 世 界 保 健 総 会 開 催
（5.21 ～ 5.30）（5.21 ～ 5.30）

本年の保健総会のテーマは「75 歳の
WHO : 命を救い、すべての人のための
健康を推進する」。

エムポックス（サル痘）緊急事エムポックス（サル痘）緊急事
態宣言解除態宣言解除

エムポックス（サル痘）の多国間流行に
関する緊急委員会において、この事象は
もはや PHEIC に該当しないとしたが、既
存の国の保健プログラムにエムポックス
の予防とケアを統合し続けることを強調。

ポリオ : 緊急事態宣言を継続ポリオ : 緊急事態宣言を継続
現時点において、ポリオウイルスの国際
的な拡散リスクは依然として国際的に懸
念 さ れ る PHEIC（Public Health 
Emergency of International Concern）
であるし、暫定勧告をさらに 3 ヶ月間延長。

WHO ガイドライン : 体重管理WHO ガイドライン : 体重管理
に非糖質甘味料を使用しないよに非糖質甘味料を使用しないよ
う勧告う勧告
WHO は、体重のコントロールや非感染
性疾患（NCDs）のリスク低減のために
NSS（non-sugar sweeteners） を 使 用
しないことを推奨。

WHO : 大人と子供の炭水化物摂WHO : 大人と子供の炭水化物摂
取量ガイドライン取量ガイドライン
炭水化物摂取に関する新ガイドラインは、
食事性非感染性疾患のリスクを軽減する
ため、エビデンスに基づいた摂取につい
てのガイダンスで、さまざまな政策行動
や公衆衛生介入に利用することができる。
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6月のWHOファクトシート改訂項目
以下のファクトシートが改訂されています。詳しくは当協会のファクトシートのサイトをご覧ください。　
https://japan-who.or.jp/factsheets/

・リンパ系フィラリア症　・青少年期の妊娠　・血液の安全と活用　・腰痛　・肺がん

WHO 環境大気質データベースWHO 環境大気質データベース
（2023 年更新）（2023 年更新）

二酸化窒素（NO2）や PM10、PM2.5
など粒子状物質 の年平均濃度の地上測
定データの、120 カ国以上、8600 箇
所以上の人の居住地の大気質に関するデ
ータベース。

薬剤耐性（AMR）進捗報告書薬剤耐性（AMR）進捗報告書
AMR（Antimicrobial Resistance）はグ
ローバルな公衆衛生の脅威で、WHO は
新しい抗菌治療法の開発にインセンティ
ブを与えるための報告書を発表。

カンガルー マザー ケア、2 つのカンガルー マザー ケア、2 つの
出版物出版物
WHO は、スキンシップと母乳育児を含
む救命技術を支援するグローバル ･ ポ
ジションペーパーと実施戦略を発表。

組織における行動科学の従業員組織における行動科学の従業員
調査の利用 : 行動に関する洞察調査の利用 : 行動に関する洞察
のためのツールを強化のためのツールを強化
公衆衛生人材、政策、プログラムにおい
て行動科学を体系的に使用するための障
壁と推進要因に関する一連の出版物。

WHO : 感染症の脅威を検知 ･ 予WHO : 感染症の脅威を検知 ･ 予
防するグローバルネットワーク防するグローバルネットワーク
を立ち上げを立ち上げ
国際病原体監視ネットワークは、病原体
ゲノム解析による広範な疾病監視システ

ムで、アウトブレイクを予防 ･ 対応し、
治療法やワクチンを開発。

健康関連 SDGs の進捗停滞、緊健康関連 SDGs の進捗停滞、緊
急行動が必要（世界保健統計 急行動が必要（世界保健統計 
2023）2023）
近年、非感染性疾患（NCDs）や気候変
動の脅威が高まっており、協調的で強化
された対応を呼びかけ。

肥満の予防と管理に関する WHO肥満の予防と管理に関する WHO
の新しいフレームワーク提供の新しいフレームワーク提供

気候変動への対応 : WHO 水 ･ 気候変動への対応 : WHO 水 ･ 
トイレ ･ 衛生戦略 2018–202トイレ ･ 衛生戦略 2018–202
の補足の補足
WASH 関連のヘルスアウトカムに対す
る気候変動の影響に関する研究の拡大、
環境監視の強化、媒介疾患の制御、気候
変動、保健政策、統合水資源管理（IWRM）
など主要重点分野を補足。

Health for All の提供のため、Health for All の提供のため、
経済の方向転換の道筋を示すレ経済の方向転換の道筋を示すレ
ポートポート
WHO の Health for All 経済学諮問委員
会は、経済を再考し、社会、健康、経済
のシステムや政策を設計する方法の中心
に「人間と地球の健康」がなければなら
ないという原則を押しだす。

健康上の緊急事態における「協健康上の緊急事態における「協

調サーベイランス」のコンセプ調サーベイランス」のコンセプ
トを定義トを定義

WHO は、COVID-19 パンデミックやそ
の他の大規模な健康上の緊急事態によっ
て浮き彫りになった複雑な課題について、
世界保健総会でサーベイランスへのアプ
ローチ、協調を再考するコンセプトを定義。

COVID-19 のパンデミックに関連COVID-19 のパンデミックに関連
する超過死亡率を推定する方法する超過死亡率を推定する方法
超過死亡率は、パンデミックの直接的お
よび間接的影響の両方を考慮したより客
観的で比較可能な尺度であるとし、世界
の「COVID-19 パンデミックに関連す
る超過死亡率」を推計するために適用さ
れた最新の方法論を詳説。

WPRO コミュニティ参加研究イWPRO コミュニティ参加研究イ
ニシアチブの評価報告ニシアチブの評価報告
WHO 西太平洋地域事務局は、複数国に
よるコミュニティ参加型研究を主導し、
西太平洋地区 4 か国の研究チームによ
って実施された COVID-19 パンデミッ
クにおける行動評価報告書を作成。

WHO 第 76 回 年次総会終了 : 資WHO 第 76 回 年次総会終了 : 資
金調達や様々な健康テーマで合意金調達や様々な健康テーマで合意
第 76 回 世界保健総会は多岐にわたる
問題を取り上げ協議し、最終承認ステッ
プとして、2024 – 25 年度予算や分担
金の 20% 増額などが含まれる決議を採
択、閉会。
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WHOニュース 7月

7
July

月

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立てて頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているも
のですので、詳細内容については、QRコードを利用して、日本WHO協会のホームページ経由で、ニュースリリー
ス、声明、メディア向けノートなどの原文にアクセスできます。

地域社会と協力し、日本のニー地域社会と協力し、日本のニー
ズに合った保健サービスを提供ズに合った保健サービスを提供

（長純一医師の死を悼む）（長純一医師の死を悼む）

佐久中央病院勤務医であった長純一医師は、
東日本大震災後、石巻への移住を決意し、
晩年を現地の医療システムの再建と変革に
捧げた。WHO は長純一医師の考えと行動
を引き継ぎ、社会の変革に取り組む。

水 ･ トイレ ･ 衛生設備（WASH）水 ･ トイレ ･ 衛生設備（WASH）
へのアクセスを改善が、年間 140へのアクセスを改善が、年間 140
万人の命を救うことができる万人の命を救うことができる
各国政府にすべての人に安全な WASH
ア ク セ ス 促 進 を 要 請、 さ ま ざ ま な
WASH シナリオによる疾病への影響を
モデル化する新ツールを発表。

WHO : LGBTQ の人びとの健康WHO : LGBTQ の人びとの健康
に関するガイドライン策定中に関するガイドライン策定中
WHO、性同一性障害の多様な人々の健康
に関するガイドラインを作成。介入にお
けるエビデンスと実施ガイダンスを提供。

WHO と HL7 : オープンな相互WHO と HL7 : オープンな相互
運用性標準の採用を支援するた運用性標準の採用を支援するた
めに協力めに協力
医療におけるデータと情報の相互運用性
標準の採用につき、WHO と HL7 は、「オ
ープンな相互運用性標準の採用を世界的
に支援するためのプロジェクト協力協
定」に署名。

史上初のマラリア ･ ワクチン、史上初のマラリア ･ ワクチン、
アフリカ 12 カ国に 3 年間で アフリカ 12 カ国に 3 年間で 
1,800 万回分を割り当て : Gavi、1,800 万回分を割り当て : Gavi、
WHO、ユニセフWHO、ユニセフ

史上初のマラリア ･ ワクチン RTS,S / 
AS01 は GSK 社が開発 ･ 製造し、将来
は Bharat Biotech 社が供給。 またオッ
クスフォード大学が開発し、Serum 
Institute of India が製造する第二のワ
クチン R21 / Matrix-M にも期待。

ワンヘルスの定義と原則ワンヘルスの定義と原則
ハイレベル専門家パネル（OHHLEP）
が策定。

WHO : 革新的な結核のラーニンWHO : 革新的な結核のラーニン
グコースグコース
WHO は、結核の国家戦略計画と結核疾
患の体系的スクリーニングに関する e コ
ー ス を 開 設、OpenWHO の End TB 
Channel に追加。

WHO とユニセフ : インフォデWHO とユニセフ : インフォデ
ミック ･ マニュアルを発表ミック ･ マニュアルを発表
インフォデミックとは「正確か否かを問
わず、デジタルおよび物理的空間におけ
る情報の氾濫」と定義される。誤った情
報に対処するためのマニュアルを発表。

女性と女児が水と衛生の危機の女性と女児が水と衛生の危機の

矢面に : ユニセフ ･ WHO 報告矢面に : ユニセフ ･ WHO 報告

水汲みは危険にさらされている。『水、
トイレ、衛生設備（WASH）の進捗状
況 2000 – 2022 年 : ジェンダーに焦点
をあてて』で発表。

WHO とユニセフ : 有害な食品WHO とユニセフ : 有害な食品
マーケティングから子どもたちマーケティングから子どもたち
を守るためのツールを守るためのツール
子どもたちへの過剰な食品マーケティン
グを制限するためのツールキットを発表。
目的に合った法的措置を導入するための
実践的ステップをガイド。

医療財政とユニバーサル ･ ヘルス 医療財政とユニバーサル ･ ヘルス 
･ カバレッジの目標に対するデジ･ カバレッジの目標に対するデジ
タル技術の効果を評価（ガイド）タル技術の効果を評価（ガイド）
デジタル技術が保健財政の機能や業務に
どのような影響を与えるか、そしてそれ
が UHC 目標に向けた進展にどのように
寄与するか（あるいは寄与しないか）、
評価エビデンスの作成の支援ガイド。

自殺予防のための農薬規制利用自殺予防のための農薬規制利用
に関する指針に関する指針
WHO 自殺予防の勧告とガイドラインに
沿った、農薬自殺を防ぐための規制を活
用するためのエビデンスベースなベスト
プラクティス指針。
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7月のWHOファクトシート改訂項目
以下のファクトシートが改訂されています。詳しくは当協会のファクトシートのサイトをご覧ください。　
https://japan-who.or.jp/factsheets/

・ギラン・バレー症候群　・A型肝炎　・D型肝炎　・E型肝炎　・HIVとエイズ　・B型肝炎　・乳がん　・大腸がん
・多耐性淋菌感染症　・ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）　・HTLV-1ウイルス　・多嚢胞性卵巣症候群
・関節リウマチ　・予防接種率　・C型肝炎　・性感染症

動物における鳥インフルエンザ動物における鳥インフルエンザ
の発生が続いているの発生が続いている

近年、哺乳類の間で H5N1 型鳥インフ
ルエンザが検出されることが増えている
ことから、ウイルスがヒトにより感染し
やすいように適応するのではないかと懸
念され、対応行動をとるよう促す。

H R PH R P（（ H u m a n  R e p r o d u c t i o n H u m a n  R e p r o d u c t i o n 
ProgramProgram））年次報告書 2022年次報告書 2022
報告書では「すべての人のための性と生
殖 に 関 す る 健 康 と 権 利（sexual and 
reproductive health and rights）」の 50
年間の歩みと現状がまとめられている。

低出生体重児の推計 : 2000 ～低出生体重児の推計 : 2000 ～
2020 年の水準と傾向（ユニセ2020 年の水準と傾向（ユニセ
フ ･ WHO）フ ･ WHO）
低出生体重児を 30% 削減するという 2025
年の世界目標（2012 年比）は達成目前。

人工甘味料「アスパルテーム」人工甘味料「アスパルテーム」
に発がん性の可能性に発がん性の可能性
アスパルテームの健康への影響に関する
評価では、発がん性がある可能性がある

「IARC グループ 2B」に分類され、1 日
摂取許容量は 40mg/kg 体重と再確認。

WHO : 脂肪と炭水化物に関するWHO : 脂肪と炭水化物に関する
ガイドラインを更新ガイドラインを更新
最新の科学的証拠に基づき、総脂肪、飽
和脂肪、トランス脂肪、炭水化物に関す

るガイドラインを更新。健康にとって炭
水化物の質が重要であることも強調。

2022 WHO / ユニセフの予防接2022 WHO / ユニセフの予防接
種率推計種率推計
DTP や DTP-3 など、途上国におけるワ
クチン接種率は若干改善したが、パンデ
ミック前の水準には戻っていない。

デング熱がアメリカ大陸地域でデング熱がアメリカ大陸地域で
も流行も流行
WHO の南北アメリカ地域でデング熱が
流行。WHO はアメリカ大陸の国々に対
し、渡航や貿易の制限は勧告していない。

HIV ウ イ ル ス 抑 制 に 関 す るHIV ウ イ ル ス 抑 制 に 関 す る
WHO の新ガイダンスWHO の新ガイダンス
“HIV と mpox”、“HIV と COVID-19” に関

する最新情報。HIV 検査と治療、予防ワク
チンへのアクセスを確保する必要性を強調。

セルフケア ･ コンピテンシー ･ セルフケア ･ コンピテンシー ･ 
フレームワークフレームワーク
すべての人は、到達可能な最高水準の健
康を享受する基本的権利を持っていると
した、健康と福祉のためのセルフケア介
入に関する WHO ガイドライン。3 部構
成となっている。

WHO : 薬剤耐性結核の診断にタWHO : 薬剤耐性結核の診断にタ
ーゲット NGS を使用することにーゲット NGS を使用することに
関する速報を発表関する速報を発表
薬剤耐性結核の検出を目的とした NGS

（next generation sequencing）は、新
しい診断技術で迅速かつ正確な遺伝子解
析と耐性に関連する変異の検出オプショ
ンで、「WHO 世界結核計画」は薬剤耐
性結核の検出における NGS の臨床使用
に関するガイドライン開発速報を発表。

WHO：性感染症の検査 ･ 診断改WHO：性感染症の検査 ･ 診断改
善のための新ガイダンスを発表善のための新ガイダンスを発表
性感染症（STI）の発生は世界的な保健衛
生上の大きな課題となっており「STI の
ための低コストの Point of Care 検査を
より利用しやすくし、質の高い STI 診断
薬の開発を促進すること」を目的にガイド。

WHO : 多発性硬化症などの必須WHO : 多発性硬化症などの必須
医薬品モデルリスト（EML）お医薬品モデルリスト（EML）お
よび小児用必須医薬品モデルリよび小児用必須医薬品モデルリ
スト（EMLc）の新版を発表スト（EMLc）の新版を発表
多発性硬化症、がん、感染症、心血管疾
患などの治療薬を含む必須医薬品モデル
リスト（EML）および小児用必須医薬
品モデルリスト（EMLc）の新版を発表。

The Big Catch – Up : 2023 年The Big Catch – Up : 2023 年
以降の必須予防接種回復計画以降の必須予防接種回復計画
WHO、ユニセフ、Gavi ワクチンアライ
アンスが、2023 年以降に予防接種を再
び軌道に乗せるための道筋を示す。取り
組みを計画・実施する国々を支援する共
同戦略説明書を発表。
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関西グローバルへルスの集い （KGH)

セミナー第 7 弾への思い
　第二次世界大戦直後に発効した WHO
憲章は、感染症の脅威と平和への希求に
満ち溢れ、「世界中すべての人々の健康は、
平和と安全を達成するための基礎」と言
明しました。COVID-19 が落ち着きは
じ め た 2023 年、WHO は Health For 
All を世界保健デーのテーマに選びまし
た。いまこそ、健康は基本的人権のひと
つであり健康を守ることが平和につなが
る、という原点に立ち返る必要がありま
す。そうした思いを込め、今シリーズは

「平和」をキーワードに、Health For All
は見果てぬ夢ではないというポジティブ
思考で開催しました。

第 1 回：「紛争・戦争を経
験するということ」　
開催日：2023 年 6 月 29 日

　話題提供者は、認定 NPO 法人ロシナ
ンテス理事長の川原尚行さんと、ルワン
ダの教育を考える会理事長のトワリ・マ
リールイズさんでした。あいにく川原さ
んは体調不良で緊急入院されライブ出演
がかなわず、事前収録した動画を共有し
ました。さらにマリールイズさんは、ネ
ット接続がうまくいかず、残念ながら音
声のみのご出演となってしまいました。

「究極の医療とは？～内乱のスー
ダンで考える」（川原尚行さん）
　1993 年頃から米国にテロ支援国家と
みなされ続けたスーダンで、2006 年ロ
シナンテスは医療支援活動を開始しまし

た。現地の住民との支え合い「お互いさ
ま」でできあがった支援活動です。スー
ダン政府から活動停止命令が下った時、
川原さんは政府高官を日本の自宅に招待
し、自分たち（日本）はスーダンに敵対
するような偏見や文化背景を持たないこ
とを肌で感じてもらい、相互理解を深め
ることで活動再開許可を得たそうです。
医療支援にとどまらず、給水所を作った
り学校教育を充実させたり、地元スーダ
ン人を主役にした出口戦略を考えながら
の活動再開でした。
　そんな日常に突然紛争が降ってきまし
た。国連職員らとともに川原さんもなん
とか避難できましたが、避難できたとい
ってこれで終わりではありません。日本
に留学経験のあるスーダンの青年はビデ
オメッセージを通して、「これから」と
いう日本語の素晴らしさを語りました。
医療の定義が「人を救うこと」であるな

らば、究極の医療とは「戦争をしない、
させないこと」と言った川原さんの言葉
が心に沁みました。

「ルワンダ難民キャンプから始ま
った長い旅路」（トワリ・マリール
イズさん）
　マリールイズさんは、ルワンダで海外
青年協力隊と働いたことがきっかけで、
1993 年に来日し日本語を勉強しました。
そして帰国後の 1994 年にルワンダ内
戦に巻き込まれました。爆弾が飛び交う
中、幼な子 3 人を連れて難民キャンプ
にたどり着きましたが、母親が子どもを
守れないような状況にあったその道のり
は、あまりにも過酷だったと言います。
幸い難民キャンプで日本人医師に出会い、
家族と一緒に福島に移住できました。当
時彼女は 4 人目を妊娠しており、日本
で無事出産できました。母子手帳をもら

「Health For All: 平和と紛争・戦争」

写真1　７月２７日オンラインセミナーの様子（登壇者と運営委員）

大阪大学大学院医学系研究科
国際未来医療学講座/国際医療センター 特任講師

小笠原　理恵
米国で看護学を学んだ後、中国上海市の外資系クリニックでマネ
ージャーを務める。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了、
大阪大学ユネスコチェア運営室助教を経て、2022年より現職。

関西グローバルヘルスの集い　オンラインセミナー第7弾
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ったときの嬉しさは、今でも忘れられな
いと言います。「私も子どもも見守られ
ている」と強く感じたそうです。今はル
ワンダの教育を考える会の理事長として、
福島からルワンダの教育支援に尽力して
います。支援する学校では、卒業生から
医師になった若者もいるそうです。子ど
もの教育に不可欠な「健康」を守るため、
学校給食や健康診断の導入にも取り組ん
でいます。紛争・戦争はこころの健康に
も強い影響を及ぼします。子どもたちに
つらい思いはさせたくないという、強い
思いにあふれたお話でした。

第 2 回：「難民になるとい
うこと」
開催日：2023 年 7 月 27 日

　カレーズの会理事長のレシャード・カ
レッドさんと、メータオクリニック支援
の会代表理事の小林潤さんにご登壇いた
だき、アフガニスタンとミャンマー／タ
イ国境のお話を伺いました。（写真 1）

「アフガニスタン　戦禍からの再
生・希望への架け橋」（レシャード
・カレッドさん）
　レシャードさんは、1976 年に京都大
学医学部卒業後、病院で研鑽を積まれて
いる間に母国アフガニスタンがソ連軍の
侵攻を受け、母国に帰れなくなったとい
う紛争の体験者です。ソ連崩壊後も、
2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ
が大きな引き金となり、アフガニスタン
は、米国側の国々とタリバンによる紛争

地であり続けました。テロの温床にしな
いため国際社会が支援を続けていました
が、2021 年の米軍撤退をきっかけにタ
リバン政権が樹立し、現在はそうした支
援が滞った状態にあります。タリバンと
聞くと、女性やマイノリティを迫害する
ひどい政府というイメージを抱きがちで
す。しかし、女性の労働や教育を禁じる
政策の一方で、汚職が激減したり、世界
の大半を占めていたケシ栽培とアヘン生
産が麦や米の生産に置き換わってきたり、
ポジティブな変化が起きていることも事
実だそうです。
　レシャードさんは、2002 年、医療と
教育を柱とした復興支援活動に取り組む
べく「カレーズの会」を立ち上げました

（図 1）。カレーズとは現地の言葉で「地
下水脈」のことだそうです。女性スタッ
フが活躍する診療所や初中等教育の学校
をつくるとともに、食糧支援も行ってい
ます。レシャードさんは最後に「アフガ
ニスタン国民の生活と権利を保護するた
めには、国際社会の積極的な支援とタリ
バン政権との対話や相互理解が不可欠」
と締めくくりました。

「難民になるということ」（小林潤
さん）
　「国連難民条約の加入国や地域でも、
難民が必ずしも庇護されるとは限らな
い」、そんな強い言葉で小林さんのお話
が始まりました。ミャンマーとの国境付
近にあるタイの町には、1984 年以降ミ
ャンマーから多くの人々が流浪し、
Chronic Emergency 状態にあるといい

ます。タイ政府は未登録の移民・難民に
対しても、教育学習センターやメータオ
クリニックを容認するなど、現実に即し
た寛容さも示しているそうです（図 2）。
メータオクリニックは、ビルマに住むす
べての人々の人権が尊重され、医療、教
育、保護が受けられるように、というビ
ジョンのもと、女医シンシア・マウンさ
んを中心に無償診療を続けています。小
林さんは、移民・難民のための保健医療
・教育施設にはもう一つ大きな役割があ
るといいます。そこに「登録」すること
で、己の存在（出生）や業績（教育）の

「証明」につながるのです。一つの成功
事例が多くの子どもたちのやる気に繋が
ることを踏まえ、小林さんは「出口」あ
る支援をいかに戦略的に行えるかが課題
だといいます。「日本のかたは、どこに
でも行け、なんにでもなれる。このこと
がどんなに素晴らしいか…」というビル
マ難民画家の言葉に、私はしばし言葉を
失ってしまいました。

　4 人のお話には共通点があります。ま
ず「その国・地域のことを知り、関心を
持ってほしい」という視聴者への願いで
す。次に「子どもは未来への懸け橋であ
る」という思いです。さらに「『平和』
が健康の礎」ということです。4 人のお
話はどれも衝撃的で、自分がいかに無知
かを思い知らされました。日本も国全体
が戦争へ突き進んだ時代がありました。
その事実を決して忘れずに教訓として胸
に刻まなければならないと、強く感じた
セミナーでした。

図１　レシャードさんのスライドから

見出し□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

難民・移民とタイの保健・教育システム

国民

登録された移民・難民

登録されていない移民・難民

キャンプ内に登録された移民・難民

タイの公立

ヘルスケアシ
ステム

タイの公立
学校

キャンプ内医療施設 キャンプ内学校

マイグラント
ラーニング
センター

Mae Tao
Clinic

【医療支援】カレーズの会の活動実績

患者数
（ 年 月～ 年 月）

男性 人
女性 人
計 人

子どもの予防接種
（ 年 月～ 年 月）

人
（ ポリオ，混合接種，麻疹 他）

女性の破傷風予防接種
（ 年 月～ 年 月）

妊婦 人
非妊婦 人

診療所の出産数
（ 年 月～ 年 月）

昼間 件
夜間 件

診療患者の性別・年齢別構成

カレーズとは現地の言葉で「地下水脈」のことです。また、「いのちの水脈」、「癒しの源」、
「将来の夢」を意味しています。このカレーズのように、戦禍に苦しむアフガニスタンの人々に寄
り添おうと、 カレーズの会は「医療」と「教育」を活動の柱としたアフガニスタン復興支援に取
り組んでいます。（ 年発足）

アアフフガガニニススタタンン・・カカンンダダハハーールル州州でで活活動動ししてていいるる「「カカレレーーズズのの会会」」

15歳以上女性

59%

5歳未満男子

13%

5歳未満女子

11%

15歳以上男性

10%

5～14歳女子

4%
5～14歳男子

3%

年 月～ 年 月

図２　小林さんのスライドから
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追悼記事

　私が、はじめて蟻田功さんにお目にか
かったのは 1991 年であった。湾岸戦
争の直後、世界保健機関（WHO）が主
導するクウェート保健医療救援復興調査
団に WHO 短期コンサルタントとして
参加させていただいた。調査団長は
WHO のダニエル・タラントラさん（の
ちにハーバード大学公衆衛生大学院講
師）。彼が天然痘根絶本部の上司だった
蟻田功さんを招聘し、シリアの地域保健
局長経験者などを加え、感染症対策のフ
ィールド経験豊かなチーム・アリタがで
きあがっていた。
　1991 年 1 月にイラクのフセイン大統
領によるクウェート侵攻に対し、多国籍
軍による空爆が始まり、イラク軍が敗走
したのが「湾岸戦争」である。私たちは、
3 月下旬に国連特別機にてバーレーンか
ら空路クウェート入りした（写真１）。
街には戦禍の傷痕が残り、どこにでも地
雷の可能性がある中での調査となった。
宿泊できる場所が限られていたので、滞
在期間中は、ずっと蟻田さんとホテルで
同室であった。朝食から就寝まで、文字
通り調査団の全行程に同行してご指導い
ただいた。
　調査団の仕事が佳境に入ったとき、蟻
田さんは、半日部屋にこもって報告書の
ドラフトを書き、私がそれをタイプ打ち
し、チーム全員で手を入れて報告書を完
成させた。
　「フィールド調査をした時は、その時、
その場所で報告書を仕上げるのが鉄則。そ
の機会を逃したら、同じメンバーで深い議
論するチャンスは二度とやってこない。」

　天然痘対策のフィールド調査を各国で
積み重ねてきた蟻田さんからさまざまな
ことを教えられた。チーム・アリタは全
員が天然痘対策の経験をもち、食事時の
合間には、インド、バングラデシュ、エ
チオピアなどにおける武勇伝を聞かせて
いただいた。ちょうど、パキスタンで国
連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の
１年間の勤務を終えたばかりの私にとっ
て、最高にぜいたくな OJT（On the 
Job Training）であった。

　蟻田さんは、天然痘根絶の教訓として、
「人類は、宗教、政治、人種のワクを越
えて、協力することができる」、「予防医
学は、治療医学よりも、費用効果が大き
い」という 2 つのことを挙げていた

（1993. 雑誌『ウイルス』）。
　天然痘は、人類が明確な戦略をもち、
根絶できた唯一の感染症である。天然痘
ウイルスは、ヒト以外に感染しないうえ
に、不顕性感染（無症状感染者）がほと
んどないといった根絶に有利な特徴を有

追悼：蟻田功さん
「WHO栄光の時代を駆け抜けた先達」

蟻田功さんが 2023 年 3 月 17 日、熊本市内の高齢者施設にて老衰のため亡くなられた。讀賣新聞熊本支局の岡
林嵩介記者によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミック時には、患者を隔離する重要性を職員に説いて
いたという。天然痘撲滅の最前線に立って奮闘した経験をもつ先達の意見に耳を傾ける機会をもつことができな
かったことが悔やまれてならない。

蟻田 功 （ありた いさお） さん略歴

　1926年熊本市生まれ。熊本医科大（現熊本大医学部）を卒業後、50年に旧厚生
省に医系技官として入省。1962年からWHOスタッフとして、リベリアにおける
天然痘対策に携わった。64年からWHO本部（ジュネーブ）勤務。66年のWHO総
会でWHO天然痘根絶対策予算が可決され、以後、天然痘対策本部の一員として、
世界各国の天然痘対策を指導する。77年から二代目のWHO天然痘根絶対策本
部長を務め、2年間にわたる天然痘根絶確認委員会の作業を見守り、80年の「天
然痘根絶宣言」に繋げた。
　帰国後、旧国立熊本病院（現国立病院機構熊本医療センター）の院長に就任し

（1985年―1991年）、当時全国で唯一の全国唯一の国際協力基幹施設として国
際保健医療協力に積極的に取り組んだ。1991年に、細川護熙熊本県知事（当時）
の構想による、地域医師会が主導した財団法人国際保健医療交流センター（熊本
市）理事長に就任。保健医療分野における国際協力事業に果敢に取り組み、国際
協力機構（JICA）研修やポリオ根絶計画などに関与した。
1980年、第51回朝日賞受賞（受賞理由は「天然痘の根絶に尽くした功績」）。
1988年、日本国際賞（Japan Prize）を受賞。受賞理由は「天然痘の根絶」。共同受
賞者は、ドナルド・A・ヘンダーソン博士（米国：当時ジョンズ・ホプキンス大学公
衆衛生学部部長）（1928-2016）とフランク・フェナー博士（オーストラリア：当
時オーストラリア国立大学名誉教授）（1914-2010）であった。
2023年3月17日、熊本市内の高齢者施設にて老衰のため死去（96歳）。

寄稿　中村安秀（公益社団法人日本WHO協会理事長）
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していたことがあげられる。それだけで
はなく、多くの人たちの献身的な努力と
ともにさまざまな幸運が重なり合った、
WHO の栄光の時代の偉業だった（表）。
　最初の幸運は、1965 年に米国のワイ
エス研究所でベンジャミン・ルビンさん
により二叉針が開発されたことであった。
接種方法が簡単でふつうの人に 10 分間
で教えることができ、ワクチン接種量は
従来の４分の１で十分な効果が得られた。
いまもジュネーブの WHO 本部には、
二叉針で天然痘ワクチン（種痘）を接種
する銅像が置かれている（写真２）。

　次の幸運は、1966 年 WHO 総会にお
いて天然痘根絶特別予算が採択されたと
きにわずか２票差であったことだ。すで
に天然痘の患者がいなかった先進諸国を
中心に、天然痘対策に多くの予算を割り
当てることに対する懐疑的な意見が少な
くなかったという。いまになって絶賛さ
れている天然痘根絶事業が、決して大多
数の賛成を得て始まったのではないこと
は明記しておきたい。
　当初は、全員にワクチン接種すること
による集団免疫の獲得を目指していたが、
現実に 100％の接種は不可能であった。

そこで、「患者発見・封じ込め作戦」を
採用した。保健スタッフが村々を回り、
天然痘患者の写真をもって患者を探す。
発見された患者は直ちに隔離され、その
家族やコミュニティ全体に対して二叉針
で天然痘ワクチンを接種する。この封じ
込め作戦が功を奏し、インドネシア、イ
ンドなどで次々と天然痘の根絶に成功し
た。
　対策が遅れていたエチオピアでは各国
の国際協調が行われた。WHO チーム２
名に、十数名のエチオピア人スタッフ、
米国の平和部隊、日本の青年海外協力隊、
オーストラリアなどが協力して、辺境地
帯での対策に従事した。内戦や紛争のな
かで、ときにはゲリラ部隊と遭遇し協力
を取り付けながらの業務だったという。
　「国際協力では、正しいと信じることは、
きちんと言わなければなりません。まわ
りを見まわして、ひとがどう思うかを考
えていると、仕事はできません。また、
尊敬もされないのです。」(1991. 『地球
上から天然痘が消えた日』 あすなろ書房）
　自分の信念を貫き通し、世界的な偉業
に邁進し、各国の政府高官やスタッフか
ら信頼され、WHO の仲間から尊敬され
た真の国際人であった蟻田功さんの冥福
を心からお祈り申しあげます。

写真１　湾岸戦争直後のクウェート空港に降り立った。右側が蟻田功先生、
左のサングラス姿が筆者（1991年3月）

表　世界天然痘根絶年表 
西暦 主な出来事

1796 英国の医師ジェンナーが牛痘による天然痘予防法を実施した 
1958 WHO 総会で地球規模の天然痘根絶計画が提案される 

1965 二叉針（にさしん：the bifurcated needle）が発明される 
1966 WHO 天然痘根絶本部（初代本部長は D.A.ヘンダーソン氏）が設置される 
1971 ラテンアメリカで根絶成功 

1972 インドネシアで根絶成功 
1975 インドで根絶成功 

1977 蟻田功氏が、第２代天然痘根絶本部長となる 
1977 10 月 ソマリアで最後の患者 

1978 天然痘根絶確認委員会が設置される 

1980 WHO 総会で天然痘の根絶が宣言された 
蟻田 功『地球上から天然痘が消えた日』を改変 

 

写真２　天然痘対策として、二叉針で天然痘ワクチンを接種する銅像。二叉針は、
長さ約5cmの細い鋼鉄製の棒で、一端に2つの突起があり、この突起の間に天然痘
ワクチン1回分を保持するように設計されている。　（WHO・ジュネーブ）
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書籍紹介コーナー

書を抱えてフィールドに出よう！
アジアからみるコロナと世界 我々は分断されたのか

編　者：日下部尚徳／本田倫彬／小林周／髙橋亜友子
出版社：毎日新聞出版　2022年5月発行

　新型コロナウイルスパンデミック以前
より、米国と中国の対立は徐々に深まっ
ていました。本書ではその対立を「エコ
ノミック・ステイトクラフト（ES）」、
すなわち「経済的な策術や手段を用いた
他国に対する影響力の行使や、それによ
る地政学的・戦略的目的の追求」という
視点で説明しています。新型コロナウイ

ルスは、その対立をさらに先鋭化させ、
各国がそれに呼応し、自国の安全や利益
の確保に突き進んだため、西側欧米諸国
を中心に生み出されていた「リベラル国
際秩序」が大きく揺らぎました。
　本書では米中の対立に加え、新型コロ
ナウイルスに翻弄されたアジア諸国のう
ち、バングラデシュ、フィリピン、韓国、
マレーシア、インドの 5 か国に焦点を
当て、いかにしたたかにコロナウイルス
に向き合ってきたかが詳細に考察されて
います。そして「我々は分断されたのか」
という問いに鋭く切り込んでいます。新
型コロナウイルスパンデミックにより国
際秩序が揺らぎ、グローバリズムが分断

されたとも言えます。また、コロナ禍で
より顕在化した貧困問題など、国内でも
新たな分断も引き起こされています。
　日本の報道視点は、ともすれば国内問
題、日米関係、東アジア情勢に編重しが
ちでした。しかしながら日本は今後ます
ます米中の対立の板挟みになることは容
易に予想されます。私たちは重要なビジ
ネスパートナーであるアジア諸国の情勢
に目を向け、アジア諸国から学び、日本
の進むべき道を考えていかなければなり
ません。その道しるべとなる、お勧めの
一冊です。

（紹介者：白野倫徳）

　開発支援というと、貧困、教育、公衆
衛生、水と衛生、ジェンダーなど様々な
分野を思い浮かべますが、近年開発支援
の 場 で も ‘’ Menstrual Hygiene 
Management’’ という表現が定着して
います。（略語 MHM、本書では「月経
衛生対処」と訳されています）日本でも

「生理の貧困」が取り上げられるなど、
今まで語りづらかった「生理」の課題が
注目されるようになりましたが、日本だ

けでなく、世界各国で「生理」と向き合
う機運が高まっているのだと感じました。
　本書では、日本を含む 8 つの国々で
10 ～ 20 年と研究を行われている文化
人類学者や研究者たちが、調査対象を学
齢期の女子の生理対処に絞って、地域を
限定し、フィールドワークを実施。最終
的には、６つの視点①月経観、②月経を
めぐる政策、③月経教育（学校教育）、
④生理用品、⑤生理用品の廃棄、⑥トイ
レ（P286-289）にまとめられています。
開発人類学の視点に立ち、「より現場に
適した」開発実践のために、人類学を用
いるアプローチは改めて重要であると感

じられるほど、各国における状況は様々
であり、同じ課題であってもニーズは様
々であることを実感しました。
　JICA 協力隊員時代、同じ女性である
けれども、どこか生理について聞いては
いけないという感情があったことを思い
出し、この本を読んだ今なら、もう少し
勇気を出して語り合えるかもしれない、
と自分自身が「生理」と向き合う機会に
もなりました。文化人類学や開発支援に
関心のある方は必読の本ですが、たくさ
んの人に手に取って頂きたい一冊です。

（紹介者：福井沙織）

月経の人類学　女子生徒の「生理」と開発支援
編　者 ：杉田映理・新本万里子
出版社：世界思想社　2022年6月発行
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WHO の地域事務局と加盟国

南北アメリカ地域
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アンティグア・バーブーダ
ウルグアイ
エクアドル
エルサルバドル
カナダ
ガイアナ
キューバ
グアテマラ
グレナダ
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
スリナム
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
チリ
トリニダード・トバコ
ドミニカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
バハマ
バルバトス
パナマ
パラグアイ
ブラジル
(*)プエルトリコ
ベネズエラ
ベリーズ
ペルー
ホンジュラス
ボリビア
メキシコ

ヨーロッパ地域
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン

アルバニア
アルメニア
アンドラ
イギリス
イスラエル
イタリア
ウクライナ
ウズベキスタン
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
キプロス
キルギスタン
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
タジキスタン
チェコ
デンマーク
トルクメニスタン
トルコ
ドイツ
ノルウエー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギ－
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポーランド
ポルトガル
マルタ
モナコ
モルドバ
モンテネグロ

ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルグ
ロシア
北マケドニア

アフリカ地域
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エスワティニ
エチオピア
エリトリア
カーボベルデ
カメルーン
ガーナ
ガボン
ガンビア
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
コートジボワール
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
サントメ・プリンシベ
ザンビア
シエラレオネ
ジンバブエ
セイシェル
セネガル
タンザニア
チャド
トーゴ
ナイジェリア
ナミビア
ニジェール
ブルキナファソ
ブルンジ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル

マラウイ
マリ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
リベリア
ルワンダ
レソト
赤道ギニア
中央アフリカ
南アフリカ
南スーダン

東地中海地域
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
イエメン
イラク
イラン
エジプト
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
ジブチ
スーダン
ソマリア
チュニジア
バーレーン
パキスタン
モロッコ
ヨルダン
リビア
レバノン

南東アジア地域
インド
インドネシア
スリランカ
タイ
ネパール

バングラデシュ
東チモール
ブータン
ミャンマー
モルディブ
朝鮮民主主義人民共和国

西太平洋地域
オーストラリア
カンボジア
キリバス
クック諸島
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
ツバル
(*)トケラウ
トンガ
ナウル
ニウエ
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
パラオ
フィジー
フィリピン
ブルネイ・ダルサラーム
ベトナム
マーシャル諸島
マレーシア
ミクロネシア連邦
モンゴル
ラオス
大韓民国
中華人民共和国
日本

https://www.who.int/countries
を基に作成 (2022.6.1)

(*)は準加盟地域

WHOの地域事務局と加盟国

African Region
Region of the Americas

South-East Asia Region
European Region

Easten Mediterranean Region
Western Pacific Region

2022年6月現在194か国と 2準加盟地域

西太平洋地域事務局西太平洋地域事務局
（WPRO）（WPRO）
　マニラ（フィリピン）　マニラ（フィリピン）

南東アジア地域事務局南東アジア地域事務局
（SEARO）（SEARO）
　ニューデリー（インド）　ニューデリー（インド）

東地中海東地中海
地域事務局地域事務局

（EMRO）（EMRO）
　カイロ（エジプト）　カイロ（エジプト）

アフリカ地域事務局アフリカ地域事務局
（AFRO）（AFRO）
　ブラザビル　ブラザビル
　（コンゴ共和国）　（コンゴ共和国）

ヨーロッパ地域事務局ヨーロッパ地域事務局
（EURO）（EURO）
　コペンハーゲン　コペンハーゲン
　（デンマーク）　（デンマーク）

アメリカ地域事務局/アメリカ地域事務局/
汎米保健機構汎米保健機構

（AMRO/PAHO）（AMRO/PAHO）
　ワシントンDC　ワシントンDC
　（アメリカ合衆国）　（アメリカ合衆国）

日本は1951年5月に加盟

https://www.who.int/about/who-we-are/regional-offices 
を基に日本WHO協会で作成

本部本部
　　ジュネーブジュネーブ
　（スイス）　　（スイス）　
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（公社）日本WHO協会の沿革

歴代会長・理事長、副会長・副理事長（在職期間）

沿革

　第二次世界大戦後の硝煙さめやらぬ 1946 年７月 22 日、世界の 61 カ国がニューヨークに集い、すべての人々が最
高の健康水準に達するためには、何をすべきかを話し合い、その原則を取り決めた憲章が採択され、1948 年４月７
日国連の専門機関として世界保健機関 WHO が発足しました。
　当協会はこの WHO 憲章の精神に賛同した人々により、1965 年に民間の WHO 支援組織として設立され、グロー
バルな視野から人類の健康を考え、WHO 精神の普及と人々の健康増進につながる諸活動を展開してまいりました。

中野種一郎（1965 - 73）
平沢　興（1974 - 75）
奥田　東（1976 - 88）
澤田敏夫（1989 - 92）
西島安則（1993 - 06）
忌部　実（2006 - 07）
宇佐美　登（2007 - 09）
關　淳一（2010 -17 ）
中村　安秀(2018-)

松下幸之助（1965 - 68）
野辺地慶三（1965 - 68）
尾村偉久（1965 - 68）
木村　廉（1965 - 73）
黒川武雄（1965 - 73）
武見太郎（1965 - 81）
千　宗室（1965 - 02）
清水三郎（1974 - 95）
花岡堅而（1982 - 83）

副会長
副理事長

会長
理事長

羽田春免（1984 - 91）
佐野晴洋（1989 - 95）
河野貞男（1989 - 95）
村瀬敏郎（1992 - 95）
加治有恒（1996 - 98）
坪井栄孝（1996 - 03）
堀田　進（1996 - 04）
奥村百代（1996 - 06）
末舛恵一（1996 - 04）

中野　進（1998 - 06）
高月　清（2002 - 06）
北村李賢（2002 - 04）
植松治雄（2004 - 06）
下村　誠（2006 - 08）
市橋　誠（2007）
更家悠介（2008 - 12）
更家悠介(2018-)
生駒京子(2018-)

★は世界保健機関（WHO）の沿革
「WHO 憲章」が発効し、国連の専門機関として世界保健機関（WHO）が発足。
WHO 憲章の精神普及を目的とする社団法人日本 WHO 協会の設立が認可された（本部京都）。
WHO 講演会等の事業活動を開始。
世界保健デー記念大会開催事業を開始。
「目で見る WHO」発行開始
青少年の保健衛生意識向上のため、作文コンクール事業を実施。
老年問題に関する神戸国際シンポジウムを実施。
WHO 健康相談室を開設、中高年向け健康体操教室を実施。
海外の WHO 関連研究者への研究費助成事業を実施。
WHO 健康開発総合研究センター（WHO 神戸センター）開設。
京都にて WHO 創設 50 周年シンポジウム「健やかで豊かな長寿社会を目指して」を実施。
健康フォーラム 2000 をはじめ、全国各地でもフォーラム事業を実施。
事務局を京都より大阪市に移転。セミナー事業を開始。
財団法人エイズ予防財団（JFAP）のエイズ対策関連事業への助成を開始。
事務局を大阪商工会議所内に移転。
「目で見る WHO」を復刊。パンデミックになったインフルエンザに対応し対策セミナーを実施。
WHO 神戸センターのクマレサン所長を招き、フォーラム「WHO と日本」を実施。
メールマガジンの配信を開始。
WHO インターンシップ支援助成を開始。
公益社団法人に移行
世界禁煙デーにあたって WHO 神戸センターのロス所長を招き、禁煙セミナーを実施。
第５回アフリカ開発会議（TICAD）公式サイドイベントとしてフォーラムを実施。
WHO 本部から発信されるファクトシートの翻訳出版権を付与される。
グローバルヘルス研究会「関西グローバルヘルスの集い」 開始　　

★1948
1965

1966
1968
1970
1981
1985
1994
★1996
1998
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013
2014
2019
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WHO憲章
憲章

な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状
態であり、単に疾病又は病弱の存在しな
いことではない。到達しうる最高基準の
健康を享有することは、人種、宗教、政
治的信念又は経済的若しくは社会的条件
の差別なしに万人の有する基本的権利の

世界保健機関（WHO）憲章は、1946年7
月22日にニューヨークで61か国の代表に
より署名され、1948年４月7日より効力
が発生しました。 日本では、1951年６月
26日に条約第１号として公布されました。
その定訳は、たとえば「健康とは、完全

一つである」といったように格調高いも
のです。日本WHO協会では、21世紀の
市民社会にふさわしい日本語訳を追及し、
理事のメンバーが討議を重ね、以下のよ
うな 仮訳を作成しました。
 日本WHO協会理事長　中村安秀

この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸
原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障
の基礎であることを宣言します。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないという
ことではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社
会的にも、すべてが 満たされた状態にあることを
いいます。

人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によっ
て差別されることなく、最高水準の健康に恵まれ
ることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひ
とつです。 

世界中すべての人々が健康であることは、平和と
安全を達成するための基礎であり、その成否は、個
人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにか
かっています。

ひとつの国で健康の増進と保護を達成することが
できれば、その国のみならず世界全体にとっても
有意義なことです。

健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異
なると、すべての国に共通して危険が及ぶことに
なります。

子供の健やかな成長は、基本的に大切なことです。
そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら
生きていける力を身につけることが、この成長の
ために不可欠です。
健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関
連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが
不可欠です。

一般の市民が確かな見解をもって積極的に協力す
ることは、人々の健康を向上させていくうえで最も
重要なことです。

各国政府には自国民の健康に対する責任があり、
その責任を果たすためには、十分な健康対策と社
会的施策を行わなければなりません。

これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を
増進し保護するため互いに他の国々と協力する目
的で、締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第
57条の条項の範囲内の専門機関として、ここに世
界保健機関を設立します。

THE STATES Parties to this Constitution declare, in conformity 
with the Charter of the United Nations, that the following 
principles are basic to the happiness, harmonious relations and 
security of all peoples:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one 
of the fundamental rights of every human being without 
distinction of race, religion, political belief, economic or social 
condition.

The health of all peoples is fundamental to the attainment of 
peace and security and is dependent upon the fullest co-operation 
of individuals and States.
The achievement of any States in the promotion and protection of 
health is of value to all.

Unequal development in different countries in the promotion of 
health and control of disease, especially communicable disease, is 
a common danger.

Healthy development of the child is of basic importance; the 
ability to live harmoniously in a changing total environment is 
essential to such development.

The extension to all peoples of the benef its of medical, 
psychological and related knowledge is essential to the fullest 
attainment of health.

Informed opinion and active co-operation on the part of the public 
are of the utmost importance in the improvement of the health of 
the people.

Governments have a responsibility for the health of their peoples 
which can be fulfilled only by the provision of adequate health 
and social measures.

ACCEPTING THESE PRINCIPLES, and for the purpose of co-
operation among themselves and with others to promote and 
protect the health of all peoples, the Contracting Parties agree to 
the present Constitution and hereby establish the World Health 
Organization as a specialized agency within the terms of Article 
57 of the Charter of the United Nations.

世界保健機関憲章前文 （日本WHO協会仮訳）
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テーマ「Our Planet, Our Health(わたしたちの地球、わたしたちの健康)」
　　　「Health for All (すべての人に健康を)」

日本WHO協会　動画大募集！

賞金
　優秀賞　5万円（3本程度を予定）　賞状および記念品
　奨励賞　1万円（7本程度を予定）　賞状および記念品
　　※応募いただいた方には参加賞を贈呈します。

　　※入賞作品は、世界保健デーのイベント（2024年4月7日開催）で発表予定、

　　　優秀賞は、イベントにて上映した後に協会ウエブサイト等で公開予定です。

募集内容　3分以内の動画：自由な表現を用いた作品を歓迎します！
　　　　　（例：演劇・コーラス・アニメーション・ダンスなど）

　この2つのテーマの目指す方向には多くの共通点があります。
人類の人為的な活動が関連する気候変動や生物多様性の損失、
その他の環境変化は、人を含む生態系や社会に様々なリスクを
もたらしています。すべての人の健康を考えることは、すなわち、
地球の健康を考えることにつながります。
　とくに、どちらかのテーマを選択する必要はありません。この2
つのテーマをもとに、あなたが考える人と地球の健康について自
由な発想で作成した動画をお待ちしています。

模擬国連全日本大会

本年度も第35回目となる全日本大会の開催を予定してお
りますが、会場費や物価の高騰などの影響から、例年より
も参加費を上げざるを得ない状況となっております。
もし、私たちの活動に少しでも共感いただき、ご寄付いた
だけます場合は、お手数おかけ致しますが下部記載のメ
ールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。
次世代を育成する挑戦と成長の場を未来へ繋ぐために、次世代を育成する挑戦と成長の場を未来へ繋ぐために、
皆様からの温かいご支援をお願い致します。皆様からの温かいご支援をお願い致します。

学生が国連大使として特定の議題について担当国の政策や歴史、外交関係などに照らし
合わせて、実際の国連における会議と同じように議論・交渉し、成果文書の採択を目指す
ことで、国際問題への理解を深め、交渉力や論理的思考力、協調力などの強化を図る活動国際問題への理解を深め、交渉力や論理的思考力、協調力などの強化を図る活動
です。私たちは日本最大級の全国大会を運営する学生団体で、例年約200名の学生が参加
しています。本大会は次世代を担う外交官、研究者、政治家などを多数輩出しております。

模擬国連(Model United Nations)とは？

第35回模擬国連全日本大会運営事務局
連絡先：pr_ajmun@jmun.org

▲こちらを読み取

っていただくと、

大会公式ページを

閲覧することがで

きます。
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林　正幸
大阪キリスト教短期大学理事兼特任教授
大学卒業後、大阪市立大学（現；大阪公立大学）で数年間助手として奉職、その後に職を辞し同大学
大学院で公衆衛生を専攻、研究に専念。その後ほぼ40年にわたり、健診やレセプト情報などの疫学
解析結果から導いた「疾病の予防」を研究。

昨日までの知識､今日は誤り。ニュースは新しい知識の宝庫
　大学生時代「現代医学でも対応できない疾病だらけ」であることに触発され、大学院は公衆衛生を専
攻して「転ばぬ先の杖」を研究。当時は大教室並みの広さの大型汎用機センター（現在では上位のスマホ
並みの性能）に通い、膨大な健診情報のデジタル化と、疫学的解析プログラムの自作で研究を行ってい
ました。その後1台が数十万円もするマルチ・フロッピー・ドライブと、25cm角と大きい割に記憶容量
は1MBの磁気ディスクにランダムアクセスDBを、実用化され始めたオフィスコンピュータで利用して
いました。これらを健診会場に持ち込み、性・生年月日・氏名（かな）から以前の健診データを検索・印刷
し、幾つかの健診現場で各個人の状態変化を見ながら健診するための初歩的な「電子カルテシステム」
を構築し、結果報告書の作成の他、収集情報から疾病の生態を読み解く疫学研究の基礎データを作製し
ました。2 ヶ月に1回程度は大阪から夜行列車で新潟に通い、様々な関連部署（病院や消防署）から脳卒
中発症情報を発掘し、それらを総合的に集約・解析し、結果を投稿、「米国で常識とされていた脳卒中の
発症リスクが日本では大きく異なるというProspective studyによる新しいエビデンス」として、編集者
と1年以上のやりとりの上、Strokeに掲載されました。　このことから「健康と栄養」についての常識に
変化を与えた教室の研究を40年間継続。今や、自身が「転ばぬ先の杖」が必要な年齢になりました。
　WHOニュースは、膨大な努力に裏打ちされた正しく新しい世界の公衆衛生知識です。　未来に向か
う皆様方が、日々編集者として英文原稿を翻訳監修しているニュースから、最新の健康情報を利用して
いただき、公衆衛生発展に寄与さされるよう期待して止みません。

    編 集 委 員 の ペ ー ジ

寄 付 者 の ご 芳 名

当協会にご寄付いただいた方々のご芳名を掲載させていただきます。
（匿名希望を除く。50音順、2023年8月末現在）

この紙面をかりて厚くお礼申し上げます。

土井　彬人　様
一般社団法人生産技術振興協会
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グローバルな視野から健康を考え、
国の内外で人々の健康増進につながる諸活動と
WHO 憲章精神の普及活動を展開しています。

私たちの活動に賛同し、
継続的ご支援頂ける方の入会をお待ちしています。

会員種別 年会費

正会員：個人 50,000円

正会員：法人 100,000円

個人賛助会員 1口：5,000円

学生賛助会員 1口：2,000円

法人賛助会員 1口：10,000円
入会のお申し込みはこちらから

2023　秋号　No.86
2023年10月1日　発行

定価 1,100円
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中村安秀

編集委員
安田直史 （編集長）　山田絵里 （副編集長）
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広告に関する一切の責任は広告主に帰属し、また、当協会が広告内容について推奨するものではありません。 
 

WHOへの人的貢献を推進しよう     広告 
 

 

株式会社 プロアシスト 
代表取締役社長 阪田 敦規 
〒〒554400--00003311  大大阪阪市市中中央央区区北北浜浜東東 44--3333  

北北浜浜ネネククススビビルル 2288FF    

TTEELL  0066--66994477--77223300  FFAAXX  0066--66994477--77226611 

 

新居合同税理士事務所  
代表税理士 新居 誠一郎 

〒〒554466--00000022  大大阪阪市市東東住住吉吉区区杭杭全全 11--1155--1188  

TTEELL  0066--66771144--88222222  FFAAXX  0066--66771144--88009900  

 
ポリグルソーシャルビジネス

株式会社 
代表取締役 小田 節子 

〒〒554400--00002266  大大阪阪市市中中央央区区内内本本町町 22--11--1199  

TTEELL  0066--66996677--88777777  FFAAXX  0066--66996677--22888888  

 

 

岩本法律事務所  
弁護士 岩本 洋子 
弁護士 藤田 温香 

〒〒554411--00004411  大大阪阪市市中中央央区区北北浜浜 22--11--1199--990011  

ササンンメメゾゾンン北北浜浜ララヴヴィィッッササ 990011  

TTEELL  0066--66220099--88110033  FFAAXX  0066--66220099--88110066  
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